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６．各ステークホルダーの評価と取組 

（１）イントロダクション 

本章では、ＳＤＧｓ達成に向けたステークホルダーの行動とその進捗をステークホルダー自身

がレビューすることにより、９０％を超える「ＳＤＧｓ」の認知度向上に至る経緯や、取組の実態

を明らかにする。指標の検討では表しきれない定性的なデータを含めて政府外の批判的見地

からレビューを行うことで、ＶＮＲ全体として包括的に進捗を示したい。 

本章のレビューの方法は以下のとおりである。ＳＤＧｓ推進本部円卓会議構成員が中心とな

り、それぞれの構成員が所属あるいは代表するステークホルダーに関する課題についてのレビ

ューを行った。その後、適宜文章の統合や重複を避けるなどにより、編集作業を行った。なお、

各セクションの主たる執筆担当者は以下のとおりである。全体監修は蟹江憲史構成員が担当し、

最終的にはＳＤＧｓ推進本部事務局と調整しつつ編集した。 

目標やステークホルダーにより内容や分量には出来る限り偏りが生じないよう留意したもの

の、各ステークホルダーによる情報の偏りがあったことも事実である。データや情報の平準化

は今後へ向けた課題の一つである。 

 

全体監修：蟹江憲史構成員 

（２）ステークホルダーによる１７目標別評価チャートマップ：蟹江憲史構成員、井上雄介特任

講師（慶應義塾大学） 

   同 目標別評価：稲場雅紀構成員、三輪敦子構成員、大西連構成員 

（３）ステークホルダーによる取組 Ａ.メディアの動向：蟹江憲史構成員、飯塚恵子構成員 

協力：川廷昌弘氏 

   同 Ｂ-１ジェンダー：三輪敦子構成員、木村麻子構成員、則松佳子構成員 

   同 Ｂ-２ユース       ２.１千葉宗一郎構成員 

２.２本行紅美子構成員 

   同 Ｃ-１ビジネスの動向 ３.１ビジネス：西澤敬二構成員 

            同       ３.２中小企業：木村麻子構成員 

            同       ３.３ファイナンス：髙梨雅之構成員、遠藤良則構成員 
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            同       ３.４労働組合：則松佳子構成員 

   同 Ｃ-２市民社会の動向  ４.１稲場雅紀構成員、三輪敦子構成員、大西連構成員 

            同        ４.２消費者：河野康子構成員 

            同        ４.３労働組合：則松佳子構成員 

            同        ４.４協同組合：比嘉政浩構成員 

   同 Ｃ-３研究教育機関の動向 ５.１研究機関：蟹江憲史構成員、春日文子構成員 

            同            ５.２文部科学省 

   同 Ｃ-４地方自治体の動向  ６ 片岡八束・地球環境戦略研究機関（ＩＧＥＳ）研究員 

   同 Ｃ-５議会             事務局 

 

（２）ステークホルダーによる１７目標別評価 

１７目標別評価 

これまでのＳＤＧｓの進捗状況について、グローバル指標に基づいて評価を行った。評価方法

及び全体の傾向については以下のとおりである。 

 各ＳＤＧｓターゲットに紐づくグローバル指標について、利用可能な最長期間のデータを対

象とし、指標の直近の値が当該期間の平均値を上回っている場合に「改善傾向」、下回っている

場合に「後退傾向」であるとした。直近の値と平均値の比較を行う際に、その指標が「ポジティ

ブ指標（値が高いほど望ましい）」か「ネガティブ指標（値が高いほど望ましくない）」かを確認す

る必要がある。例えば、ポジティブ指標の場合は、直近値が平均を上回れば「改善傾向」、下回

れば「後退傾向」とし、他方でネガティブ指標では、直近値が平均を上回ると「後退傾向」、下回

ると「改善傾向」と評価している。この他、「達成」は到達水準に既に到達している場合、 「未整

備」はデータが取得できない場合を意味する。「-」は対象となる指標の傾向が判断できない指

標であることを示している。 

全体の傾向として、例えば目標３や目標６、目標９などでは多くのターゲットにおいて順調な

進展が確認されたが、これらの目標の中でも下降傾向にあるターゲットについては、他の下降

傾向が認められるターゲットについて同様、特に「誰一人取り残されない」理念の観点からの対

策強化が求められる。また、ジェンダー平等（目標５）等の一部の分野では、上下の変動が多く、

傾向が確認できない課題も見受けられる。特に細分化された分類によるデータの整備や公開、

対象となる指標の選定により、透明性の高い進捗管理をおこなう事が今後必要だ。 
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1.1.1 1.2.1 1.2.2 1.3.1 1.4.1 1.4.2 1.5.1 1.5.2 1.5.3 1.5.4 1.a.1 1.a.2 1.b.1 

- - -

2.1.1 2.1.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.3.1 2.3.2 2.4.1 2.5.1 2.5.2 2.a.1 2.a.2 2.b.1 2.c.1

- - - - - -

3.1.1 3.1.2 3.2.1 3.2.2 3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.3.4 3.3.5 3.4.1 3.4.2 3.5.1 3.5.2 3.6.1 3.7.1 3.7.2 

対象外 - - - -

3.8.1 3.8.2 3.9.1 3.9.2 3.9.3 3.a.1 3.b.1 3.b.2 3.b.3 3.c.1 3.d.1 3.d.2 

- - -

4.1.1 4.1.2 4.2.1 4.2.2 4.3.1 4.4.1 4.5.1 4.6.1 4.7.1 4.a.1 4.b.1 4.c.1 

- - - - - - - 対象外

5.1.1 5.2.1 5.2.2 5.3.1 5.3.2 5.4.1 5.5.1 5.5.2 5.6.1 5.6.2 5.a.1 5.a.2 5.b.1 5.c.1 

- - - - - - -

6.1.1 6.2.1 6.3.1 6.3.2 6.4.1 6.4.2 6.5.1 6.5.2 6.6.1 6.a.1 6.b.1 

- 対象外

7.1.1 7.1.2 7.2.1 7.3.1 7.a.1 7.b.1

-

8.1.1 8.2.1 8.3.1 8.4.1 8.4.2 8.5.1 8.5.2 8.6.1 8.7.1 8.8.1 8.8.2 8.9.1 8.10.1 8.10.2 8.a.1 8.b.1 

- - - - -

9.1.1 9.1.2 9.2.1 9.2.2 9.3.1 9.3.2 9.4.1 9.5.1 9.5.2 9.a.1 9.b.1 9.c.1 

- - - -

10.1.1 10.2.1 10.3.1 10.4.1 10.4.2 10.5.1 10.6.1 10.7.1 10.7.2 10.7.3 10.7.4 10.a.1 10.b.1 10.c.1

- - - - 対象外 - - 対象外

11.1.1 11.2.1 11.3.1 11.3.2 11.4.1 11.5.1 11.5.2 11.5.3 11.6.1 11.6.2 11.7.1 11.7.2 11.a.1 11.b.1 11.b.2

- - -

12.1.1 12.2.1 12.2.2 12.3.1 12.4.1 12.4.2 12.5.1 12.6.1 12.7.1 12.8.1 12.a.1 12.b.1 12.c.1

- - - - - - -

13.1.1 13.1.2 13.1.3 13.2.1 13.2.2 13.3.1 13.a.1 13.b.1

対象外

14.1.1 14.2.1 14.3.1 14.4.1 14.5.1 14.6.1 14.7.1 14.a.1 14.b.1 14.c.1

- -

15.1.1 15.1.2 15.2.1 15.3.1 15.4.1 15.4.2 15.5.1 15.6.1 15.7.1 15.8.1 15.9.1 15.a.1 15.b.1 15.c.1

- - - - - - -

16.1.1 16.1.2 16.1.3 16.1.4 16.2.1 16.2.2 16.2.3 16.3.1 16.3.2 16.3.3 16.4.1 16.4.2 16.5.1 16.5.2 16.6.1 16.6.2

- - - - -

16.7.1 16.7.2 16.8.1 16.9.1 16.10.1 16.10.2 16.a.1 16.b.1

- 対象外 - -

17.1.1 17.1.2 17.2.1 17.3.1 17.3.2 17.4.1 17.5.1 17.6.1 17.7.1 17.8.1 17.9.1 17.10.1 17.11.1 17.12.1 17.13.1 17.14.1

- - 対象外 対象外 - 対象外 対象外 対象外 -

17.15.1 17.16.1 17.17.1 17.18.1 17.18.2 17.18.3 17.19.1 17.19.2

- 対象外

-

  未整備 改善傾 後退傾 
傾 判断
不 
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以下では、各目標別に、ＳＤＧｓ推進本部円卓会議構成員が中心となり実施したステークホル

ダーによる進捗レビュー結果を提示する。 

目標１134 

・ 国内における貧困の状況について、グローバル指標１.２.１、１.２.２に関するデ

ータが提供されておらず、進捗評価が不可能な状態。貧困に関する政府とし

ての定義と、それに基づく指標の設定がなされていないことについては、一

貫して市民社会からの懸念が表明されている。グローバル指標１.３.１が求める属性別デー

タが整備されていない状況も続いている。 

・ 旧来の貧困や格差の課題に加え、インフレーション（インフレ）による物価高が家計を直撃し、

低・中所得層の生活を圧迫している。生活苦と孤独・孤立の相乗効果により、多くの人々が

「生きづらさ」を実感しており、そのことが社会の分断の助長にもつながっている。 

・ 日本の開発協力政策において、貧困削減対策を重点化する必要性が市民社会によって指摘
されている。 

 

目標２ 

・ グローバル指標２.５.２（絶滅の危機にあると分類された在来種の割合）に関

するデータの公表や、農業予算の拡充を含めた生産的で持続可能な農業を

実現するための目標と指標の明確化が、市民社会によって求められてい

る。 

・ 特にアフリカの状況が厳しく、全人口の２０%が栄養不足の状態と報告されており、女性が

最も強い影響を受けている。日本の開発協力政策において、飢餓の防止及びターゲット２.４

（持続可能な食料生産システムの確保）の実現に資する開発協力の重点化の必要性が市民

社会によって指摘されている。 

・ 食品ロスの削減は進捗が遅れており、喫緊の課題である。 

・ 工業的農業から生態系と調和したアグロエコロジーへの転換や小規模家族農業への政策的
支援、農家・生産者の生活や雇用の持続可能な創出、「権利としての食料」の確立に立脚し

た食料安全保障などは、進捗が遅れている。 

 
134 各目標に関する参考資料として、ＳＤＧｓ市民社会ネットワーク（ＳＤＧｓジャパン）『ＳＤＧｓスポットライトレポート 2025』

（2025年） 
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・ 目標２の達成には平和の実現が決定的に重要である。戦争や武力紛争が食料供給に打撃を

与えており、パレスチナ・ガザ地区を始め、スーダンなど、激しい戦争が続く地域では壊滅的

なレベルと表現される飢餓が発生している。飢餓は最も明白な人道危機であり、緊急食料

支援を始め緊急人道支援の強化の必要がある。 

 

目標３ 

・ ターゲット３.４（非感染症疾患減少と精神保健福祉促進）について、ＬＧＢＴＱ
135を始め、脆弱な状況におかれたコミュニティにおけるメンタルヘルスの課

題は深刻である。複数の研究で、ＬＧＢＴＱ青少年の自殺念慮・未遂・自傷行為

は非ＬＧＢＴＱの３～５倍程度高く、その理由として孤独・孤立、学校や職場でのいじめ、ＬＧＢ

ＴＱに関する適切な情報へのアクセスの不足などが挙げられている。同様にＬＧＢＴＱユース

層における気分障害・不安障害も非ＬＧＢＴＱよりも３～７倍高い。 

・ 社会保障制度の発達により、日本は多くの国々と比較して相対的にＵＨＣの達成に近い状況
にある。しかし、特に脆弱性を抱え差別・偏見の対象となりがちな人口・社会グループは医療

アクセスに問題を抱えている。精神疾患については、長期入院の課題が継続しているほか、

根強い差別・偏見もあいまって、必要とされる質の高い医療へのアクセスに困難がある。薬

物依存も同様の課題を抱える。在留資格がない、又は短期滞在資格で滞在している外国人

はほとんどの社会保障制度の対象になっておらず、緊急医療を含め、必要とする医療へのア

クセスが制度的に保障されていない。 

・ 社会保障制度に関する教育や情報普及の不足や、制度申請に関連する労力や心理的プレッ
シャーなどにより、脆弱性が高いほど、医療アクセスへの障害は高くなり、より労力がかかる

という状況が存在している。 

・ 高齢化・少子化など人口構成の変化で社会保障の持続可能性が問われてきたところに、コ
ロナ後のインフレによって、多くの世帯で可処分所得が減少し、税や社会保障費の支払いに

関する不満が表面化している。 

・ 感染症対策については、ＨＩＶ136対策が象徴的である。９０年代末以降に導入されたＨＩＶ陽

性者の障害者認定やコミュニティとの連携による予防・医療・ケア対策が功を奏し、全般的に

対策は高い効果を上げている。一方で、２０００年代以降のＨＩＶ関連の研究開発の成果であ

る「曝露前予防内服」（ＰｒＥＰ）や「予防としての治療」（ＴａｓＰ）といった効果的な新規技術の

実装が開発途上国を含む諸外国に比べて遅れており、目標の達成に支障が生じている。感

 
135  LGBTQ とは、レズビアン、ゲイ、バイセクシュアル、トランスジェンダー、クイア（Queer ）、クエスチョニング

（Questioning）の頭文字をとったもので、これらの人々を含む幅広い性的少数者の人々を指す。 
136 HIV：Human Immunodeficiency Virus 
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染症対策全体として、制度の新設や柔軟な運用によって、新規技術の実装を積極化すること

が求められる。 

 

目標４ 

・ ターゲット４.１（初等中等教育）に関し、小中学校における不登校児童・生徒数

は２０２３年度、３４万６,４８２人と過去最高を記録。小中高等学校及び特別支

援学校におけるいじめの認知件数、暴力行為の発生件数も過去最高を記録

するなど、教育の質には深刻な課題が存在する。 

・ ターゲット４.５（教育への平等なアクセス）について、外国につながりがある小中学校就学年

齢の子どもの５.７%に不就学の可能性がある（文部科学省 ２０２４）。「外国籍の子の保護

者に対する就学義務はない」（文部科学省）との見解が背景にある。また、通常の教育から分

離された形で教育を受けている児童生徒数（特別支援学校及び特別支援学級在籍者数）が

増加しており、インクルーシブ教育の推進には深刻な課題が存在している。 

・ 学習指導要領に「持続可能な社会の創り手の育成」が明記されたことによりターゲット４．７
（持続可能な開発のための知識技能の習得）は進展した。 

 

目標５137 

・ 全ての目標の横串となるジェンダー平等は十分に進展していない。このこと
は、世界経済フォーラムが毎年発表している「ジェンダー・ギャップ指数」にお

ける日本の順位が２０２４年には１４６か国中１１８位であり、１１０-１２０位程度

に低迷し続けていることからも明らかである。 

・ 婚姻最低年齢が男女とも１８歳になった。しかしながら、選択的夫婦別氏はいまだ導入に至
っておらず、同性婚も導入に至っていない。 

・ ジェンダーに基づく暴力への対応では、各都道府県にワンストップセンターが設置されてき
た。一方で、先駆的活動を展開してきた大阪府の「性暴力救援センター・大阪ＳＡＣＨＩＣＯ」が

存亡の危機にさらされる状況であったなど、十分なサポートが存在するとは言いがたい。さ

らに、デジタル暴力が女性と少女に対して、より大きな影響を与えている。 

 
137 参考資料：日本女性監視機構(Japan Women’s Watch：JAWW)『JAWW ＮＧＯレポート 北京＋30に向けて』

（2024年） 
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・ 性と生殖に関する健康と権利を保証する低用量ピル、緊急避妊薬、経口中絶薬等へのアクセ

ス提供が大きく遅れている。 

・ 女性の政治参加を促すために他の多くの国で導入されている暫定的特別措置は導入されて

いない。日本版パリテ法と称される「政治分野における男女共同参画の推進に関する法律」

が２０１８年に施行されたのは画期的だったが、理念法にとどまり実質的な進展に結びつい

ていない。 

・ 当事者団体と研究機関が実施した調査によると、トランスジェンダーの失業率や非正規雇用

率は非ＬＧＢＴＱよりも３倍程度高く、年収２００万円未満の低所得層の割合も３～５倍程度高

い。 

以下では、ターゲット毎のレビュー結果を示す。 

・ ターゲット５.１（差別の撤廃）について、日本では、憲法第１４条に一般的な反差別条項が含

まれ、各分野における不当な差別には個別法による救済が図られてきている。しかし、差

別を定義した上で差別を禁じる包括的な法律が存在せず、女性差別撤廃委員会を含む、国

連の様々な条約委員会から繰り返し勧告を受けている。女性差別撤廃条約が規定するよ

うに、結果の平等を視野に入れた実質的平等の実現、また過去の歴史的な差別や不平等

の結果として現在も残る不平等を解消するための暫定的特別措置（ポジティブ・アクション）

の導入を含め、あらゆる形態の差別を解消する立法と施策が求められる。女性だけに課さ

れていた民法における再婚禁止期間の廃止、男女の婚姻最低年齢の統一、嫡出推定制度

の見直し等が実現したことは進展したといえる。在日コリアン、被差別部落、障害者、アイヌ、

移民女性等が経験する交差的で複合的な差別は依然として課題であり、これらの女性に

対するヘイトスピーチへの対応が求められる。 

・ ターゲット５.２（あらゆる形態の暴力の排除）について、性行為における同意の有無を問題に

する不同意性交等罪への刑法改正、性交同意年齢の１３歳未満から１６歳未満への引き上

げ、夫婦間性暴力や監護者による子への性暴力の犯罪化、レイプの親告罪要件の撤廃等は

進展した。また、２０２３年に成立した改正ＤＶ防止法において、重篤な精神的被害を受けた

場合にも接近禁止命令等の対象を拡大、電話等禁止命令の対象行為にＳＮＳ等の送信等を

追加、保護命令違反の罰則強化、オンライン申請等が規定されたことも進展したと評価で

きる。一方、同法に関しては、緊急保護命令制度がないこと、同居していない相手とのＤＶ

はカバーされないこと、保護命令違反以外にＤＶを犯罪として禁止したり罪を加重する制

度が存在しないことは課題として残る。また緊急避難が必要な場合の公的緊急保護シェル

ターへのアクセスが容易でないという課題も存在する。  

➢ ２０１８年以降、各都道府県に性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップセンターが
少なくとも１カ所設置されたことは進展だが、センターの根拠法がないこと等が理由

になり、各センターの支援内容には差があるのが現状。社会的地位や優位な立場を利
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用した性暴力、セクハラが女性、男性を問わず発生している実態が明らかになってい

る。子ども時代の被害を含め、被害者／サバイバーが正義を回復するためには企業、

メディア、芸能業界、そして社会の意識等、克服すべき課題は未だ多い。また、デジタ

ル暴力への対応が深刻な課題となっている。ネット上の嫌がらせ／いじめ、リベンジポ

ルノ、セクストーション、ドクシング、トローリング、ディープフェイク、ネットストーカー、

盗撮等、ＳＮＳを使ったデジタル暴力では、女性と少女がより大きな被害を被っている。 

➢ 若年女性や性暴力被害者の支援団体が執拗かつ大規模で根拠のないオンライン攻撃
を受け、活動が制限された事例も存在する。移民女性がＤＶ被害を訴えた場合には在

留資格にかかわらず婦人相談所に協力を求めるとする内部規則が顧みられずに、ＤＶ

被害者が収容され、適切な医療を受けられないまま死亡するという事件が発生してい

る。在留資格にかかわらず移民女性を暴力から保護する制度の確立が課題である。 

・ ターゲット５.３（有害な慣行の撤廃）について、教育におけるジェンダー平等にも課題が存在。

進学率や専攻分野における男女間格差は存続し、学校管理職に占める女性の割合は低い。

「隠れたカリキュラム」として機能する、固定観念に基づいた進路指導も報告されている。 

・ ターゲット５.４（公共のサービス・社会保障政策の提供、無報酬の育児・介護や家事労働の認

識・評価）について、男性が無償の家事関連労働に従事する時間（総務省２０２１年社会生

活基本調査）は女性の４分の１程度であるなど、依然として大きな格差が存在しており、女

性の平等な経済参加に影響を与えている。女性の年齢別労働力参加率に関するＭ字型カ

ーブは解消しつつあるが、第一子が生まれる際に約３割の女性は仕事を辞めている。女性

と男性の両方が家庭責任・ケア責任と労働を両立できる環境を推進する施策や社会保障

制度が求められる。また、ＯＥＣＤの定義に基づく相対的貧困率（厚生労働省国民生活基礎

調査）は女性１６.９%、男性１３.８%と女性が男性を上回る。特に高齢女性の貧困リスクが

高く（男性１６.６%に対し女性２２.８%）、女性が多くを占めるひとり親世帯の貧困も深刻

であり、「貧困の女性化」が顕著となっている。 

・ ターゲット５.５（政治・経済・公共分野への助成の参画とリーダーシップ）について、２０２４年

の衆議院選挙を経た女性議員比率は１５.７%、参議院で２５.４%であり、依然として課題が

大きい。「政治分野における男女共同参画の推進に関する法律」は制定されたが、強制力

がないため、具体的な変化は起こっていない。平等な政治参加を促進するために世界各国

で導入されているクオータ制やパリテを始めとする暫定的特別制度にも、政府・世論とも

に積極的ではない。閣僚に占める女性比率は２０２３年９月の第二次岸田第二次改造内閣

では史上最多の５名（２５%）だったが、２０２４年の第二次石破内閣では２名（１０%）に後

退した。 

・ ターゲット５.６（セクシュアル・リプロダクティブ・ヘルス＆ライツ（ＳＲＨＲ）への普遍的アクセ

スの確保）について、女性が主体的に使うことができ、Ｇ７を始め他の多くの国で容易に

（国によっては無料で）入手が可能な、低用量ピル、ＩＵＤ、緊急避妊薬を始めとする多様な

近代的避妊法へのアクセス、そして意図しない出産を防ぐ手段の導入が遅れている。２０２
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３年に厚労省で承認された経口中絶薬を使用する医療機関はいまだ限られている。また、

現在でも刑法堕胎罪が存在し、人工妊娠中絶が刑事罰の対象となっているという課題も

存在している。母体保護法は中絶や不妊手術を受ける際に原則配偶者の同意を必要とし

ており、中絶や不妊手術の際には、母体保護法が規定する他の条件もクリアする必要があ

る。 

➢ 包括的性教育の公教育への導入が進んでおらず、性教育の実践に関する「はどめ規定」
が存在するなど、パートナーとの平等な関係に基づいた性教育の普及に深刻な課題が

存在している。ターゲット５.２にも深く関連する課題である。 

➢ 旧優生保護法を違憲とする２０２４年最高裁判決は、女性障害者団体を含む障害者団
体の活動の成果であり、性と生殖に関する権利の観点からも重要な進展である。旧優

生保護法に基づく優生手術等や人工妊娠中絶等を受けた方に対する補償法が２０２５

年１月１７日に施行されたが、同法に関する周知を徹底し対象者に救済が提供される

ことが求められる。 

➢ 一方、妊娠・出産を理由とする技能実習生の解雇や強制帰国が問題となっており、そ
れを恐れた末の孤立出産や遺棄が発生している。２０２３年の政府通知等に基づき、妊

娠等を理由とする技能実習生の不利益取り扱いの禁止の徹底が適切に実施される必

要がある。 

 

目標６ 

・ ターゲット６.１（飲料水へのアクセス）に関し、これまで高い水道普及率を誇っ

ている。ただし、水道インフラの老朽化並びに漏水・破損事故の増加への対応

は喫緊の課題であり、これに伴う水道料金の値上げや水質の悪化が発生しな

いようにする必要がある。幾つかの自治体で水道水から高濃度のＰＦＡＳ138が検出されてい

る。調査と対応、そしてグローバルな基準を踏まえた適切な規制の導入が必要である。 

・ 日本は、この分野の最大のドナー国として国際的に貢献してきているが、その多くは中所得

国向けの大型インフラ支援である。飲料水や衛生設備の普及が十分でない低所得国への支

援増額が求められる。 

 

 
138 有機フッ素化合物のうち、ペルフルオロアルキル化合物及びポリフルオロアルキル化合物の総称 
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目標７ 

・ 「脱炭素先行地域」、ＺＥＢ139、ＺＥＨ140などへの支援は評価できる一方で、温

室効果ガス削減の道筋を示す政策は十分ではない。エネルギー基本計画と、

２０５０年の日本のネット・ゼロ及び世界の１.５℃目標との整合性は不明確で

ある。 

・ 相対的貧困世帯には高齢世帯が多い現状を踏まえ、気候変動対策とエネルギー貧困対策の

両立が課題。 

・ 開発途上国における日本の再エネ・省エネ導入支援は評価できる。一方、火力発電所への支

援がもたらすＣＯ２排出等には十分な対応が必要とされる。 

 

目標８ 

・ 低賃金かつ不安定な雇用条件での労働に従事する非正規雇用労働者は全労

働者の３７%前後に上る。 

・ 非正規雇用労働者の６７.９%は女性で、不安定雇用は女性に偏っている。また一般労働者に

関し男性の給与を１００とした場合、女性は７４.８となっている。これらは構造的な「貧困の女

性化」につながっている。多くの雇用裁判からもターゲット８.５が規定する同一価値労働同

一賃金が課題となっている。 

・ グローバル指標８.５.１（労働者の平均時給）及び８.５.２（失業率）は障害者の雇用に関するデ

ータを求めているが、政府は公表していない。私企業における障害者雇用は増加しているも

のの、不安定で低賃金な福祉的就労に就いている場合が多く、障害者の７９%が相対的貧困

レベル以下となっている。障害者の生活保護受給率は障害がない人の約７倍以上との報告

がある。 

・ ターゲット８.７（児童労働の撤廃）については、日本国内における児童労働の定義の共通認

識の醸成、データ収集、国内行動計画の策定が課題である。また、児童買春・児童ポルノ禁止

法、風俗営業適正化法などが適用された事案が含まれることに留意した対応が必要である。

警察庁は２０２１年に２,９６９件の児童ポルノ事件を送致している。 

・ ターゲット８.８（労働者の権利保護）については、国内外から批判されてきた技能実習制度に

代わり育成就労制度を新設した。外国人（移民）労働者の権利保障に結びつくかどうか注視

する必要がある。 

 
139 ZEB：Net Zero Energy Building 
140 ZEH：ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス 
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目標９ 

・ ターゲット９.１（持続可能なインフラ）に関し、日本はこれまで「１００%達成して

いる」と評価されてきたが、インフラの老朽化を原因とする事故が近年生じて

いる。加えて、気候変動による激甚災害の増加による事故の増加、広域化、深

刻化が懸念される。２０２４年１月に発生した能登半島地震のような過疎地、遠隔地で発生す

る大規模自然災害に当たっての緊急支援の提供や復旧・復興支援への多大な影響も想定さ

れ、早急の対応が必要とされる。 

 

目標１０ 

・ グローバル指標１０.２.１（中位所得の半分未満で生活する人口の割合）につい

ては、年齢・性別データは示しているものの障害の有無に関するデータは公

表していない。 

・ ターゲット１０.３（機会均等と成果の不平等の是正）に関しては、部落差別解消推進法、障害

者差別解消法、ヘイトスピーチ解消法を適切に実施することにより、差別事象への対応と差

別の解消に向けた取組を引き続き進めることが肝要である。またアイヌについてはアイヌ施

策推進法、性的指向・性自認・ジェンダー表現・性的特徴（ＳＯＧＩＥＳＣ）については理解増進

法が制定されているが、差別対応がなお必要である。個別法に基づく人権救済の状況を注

視しつつ、国内人権機関の設置を早急に検討することが求められる。 

・ ターゲット１０.７（責任ある移住や流動性促進）については、外国人労働者に頼ることで成り

立っている産業や業種があるにもかかわらず、住居差別を含む様々な差別事象が発生して

いる。 

・ ２０２０年以降、パンデミックやウクライナ危機によるエネルギーや食料価格の高騰により所

得格差は拡がっており、日本も例外ではない。ジニ係数は１９８０年代以降、増大しており、Ｏ

ＥＣＤの定義に基づき厚生労働省が公表している相対的貧困率は１５.４%と先進国で最悪レ

ベルにある。 

 

目標１１ 

・ グローバル指標１１.１.１（スラム、インフォーマルな居住地及び不適切な住宅に

居住する都市人口の割合）について、政府は「データがない」としているが、厚
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生労働省はホームレスの実態に関する調査結果を公表しており、代替データとして検討の余

地がある。 

・ 他の目標同様、属性別データの整備が課題である。例えば、グローバル指標１１.２.１（公共交

通機関へのアクセス人口）については障害者に関するデータが存在しない状況。中山間地域

や過疎地におけるデータも公表されていない。「データがない」とされるグローバル指標１１.

３.２（都市計画及び管理への市民社会の直接参加都市の割合）に関しては、幾つか先進事例

が生まれている。 

・ ターゲット１１.５（災害による死者や被災者数の大幅削減）に関し、２０２４年１月の能登半島

地震では関連死が直接死を上回るなど、震災後の対応、特に避難生活への支援方法に大き

な課題が残る。 

・ 防災会議への女性の参加は都道府県で２１.８%、市区町村で１０.８%にとどまっている。 

・ グローバル指標１１.６.２（都市部における微粒子物質）のＰＭ２.５141の数値は依然として高め

である。 

 

目標１２ 

・ ターゲット１２.３（一人当たり食料廃棄半減）に関し、食品ロス量が２０２２年度

に過去最小を記録したことは進展ではあるが、食品ロスによる経済損失は４

兆円、温室効果ガス排出量は１,０４６万トン-ＣＯ２と推計されており一層の努

力が必要である。 

・ ２０２３年、公共調達契約に人権尊重条項が入るようになったのは前進といえる。条項への

誠実な対応が求められる。 

 

目標１３ 

・ 気候変動対策として策定した次期国別削減目標に関し、世界全体の１.５℃目

標との整合性が不可欠である。ＣＯ２削減には再生可能エネルギー促進政策と

化石燃料利用削減政策が必要であり、また水田由来のメタン排出削減策やフ

ロン回収対策を強化する必要がある。 

 
141 大気中に浮遊している2.5μm（1μmは 1mmの千分の 1）以下の小さな粒子のこと。 
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・ 脆弱性の高い集団を含めた適応策を国内外で推進していく姿勢は評価できる。ただ、高齢

者、障害者、生活困窮者等への具体的な適応策が明確ではない。開発途上国支援においても、

女性、子ども、移民、先住民族等を含めたレジリエンス強化策の実施が求められる。 

・ 「緑の気候基金（ＧＣＦ）」等におけるジェンダーに関する取組を支援するなど気候危機への対

応に当たりジェンダー視点に立った支援を提供してきている。一方で、国連気候変動枠組条

約締約国会議での日本政府代表団に占める女性交渉官は２０１８年の３３名から２０２１年に

４４名まで増加したものの、代表団全体に女性が占める割合は２８％から２５％に減少してい

る。 

 

目標１４ 

・ ターゲット１４.１（海洋汚染の防止・削減）に関し、日本の一人当たり容器包装

プラスチックの排出量は世界第２位である。適切な処理・リサイクル・循環利用

が促進されているという強みを活かし、プラスチック条約の採択に積極的に

関与したい。 

・ ターゲット１４.４（水産資源の最大持続生産量への回復）や１４.６（過剰漁獲につながる漁業

補助金廃止）は進展している。 

・ ターゲット１４.５（沿岸域及び海域の保全）に関し、国連海洋法条約の下で成立した国家管轄

権外区域の海洋生物多様性の保全及び持続可能な利用に関する協定（ＢＢＮＪ協定）（「公海」

条約）は、ターゲット１５.ｃ（保護種の密猟及び違法な取引への対処支援強化）にも関連する

協定であり、政府の批准が望まれる。 

 

目標１５ 

・ ターゲット１５.７（密猟及び違法取引をなくす）の野生生物の移動については、

明確な進展が見られない状況。野生生物の違法取引については、昆虫や両生

類、は虫類がペットとして輸入されている実態があり、規制が不完全である。 

・ ターゲット１５.８（外来種の侵入防止）については、外来種の侵入経路特定のための国際協力

は前進しているものの、早期発見・対応体制の整備が課題である。 
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目標１６ 

・ ２４のグローバル指標のうち、１０について政府は「データがない」としており
早急に改善する必要がある。 

・ ターゲット１６.２（子どもへの暴力撤廃）に関し、日本政府が２０２４年１１月にコロンビアで開

催された「第１回子どもに対する暴力撤廃グローバル閣僚会議」に出席し、自国のプレッジや

国際枠組みへの賛同を表明し積極的に関与していることは評価できる。これを踏まえ、「子

どもに対する暴力撲滅行動計画（２０２１年）」の見直しでは、更なる成果を生む計画の策定が

求められる。 

・ ターゲット１６.５（汚職や贈賄の大幅削減）に関して、ＯＥＣＤ贈賄作業部会の対日審査報告書

では、外国公務員賄賂事案への対応の欠如が報告されている。 

・グローバル指標１６.７.１（国全体における分布と比較した、国・地方の公的機関における性別、

年齢別、障害者別、人口グループ別の役職の割合）、１６.７.２（国の政策決定過程が包摂的で

応答性を持つと考える人の割合）では性別以外の属性別データが公表されていない。 

・ グローバル指標１６.ａ.１（国内人権機関の存在の有無）については国連の条約委員会等から

何度も勧告を受けており、個別法に基づく人権救済の状況を見定めつつ、早急に検討する

ことが求められる。 

・ グローバル指標１６.ｂ.１（過去１２か月の間に差別又は嫌がらせを感じたと報告した人口の割

合）については、日本では憲法第１４条が一般的な反差別条項を含むほか、各分野における

不当な差別に対し、個別法による救済に取り組んでいるところであるが、差別を定義した上

で差別を禁止する包括的な法律がない。様々な属性を持つ人たちが経験する差別への適切

な対応が求められる。 

・ 地方自治体レベルでは同性パートナー認証制度の導入が進み、地方自治体の福祉や権利保

障の対象となるケースも増えているが、国レベルでの同性間パートナーの法的保護や社会保

障へのアクセスの保障、差別の禁止などの制度はない。また、「性的指向及びジェンダーアイ

デンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律」（いわゆる「理解増進法」）は

２０２３年に成立したが、基本計画の策定等のめどは立っておらず、国レベルで導入された施

策も厚生労働省の労働行政などの一部にとどまっている。 

 

目標１７ 

 日本のＯＤＡのＧＮＩ比は０.４４%（２０２３年）、後発開発途上国（ＬＤＣ）向けＯ

ＤＡのＧＮＩ比は０.１２%（２０２３年）でいずれも上昇傾向にある。日本は２００
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０年以降、国際保健政策の形成に指導力を発揮するとともに、グローバルファンド（世界エイ

ズ・結核・マラリア対策基金）やＧａｖｉアライアンス等、保健分野の多国間協力に資金的・技術

的に多大な貢献を行い、世界的にも評価されてきたが、新型コロナウイルス感染症パンデミ

ック下では、更に保健分野の多国間協力や開発途上国の資金流動性確保のための援助を拡

大した。このことはより高く評価されるべきである。インフレや「複合的危機」下でのＯＤＡ削

減トレンドに追随せず、過酷な状況であるからこそ、国際連帯の旗を降ろすことなく世界に

範を示すことで、日本はグローバルサウス諸国の信頼を高めることができる。一歩進んで、

ターゲット１７.２に基づき、ＯＤＡのＧＮＩ比０.７%、ＬＤＣ向けＯＤＡのＧＮＩ比０.１５-０.２%に

向け、年限付き目標を立てることが望ましい。 

 一般会計予算でのＯＤＡ（二国間贈与（無償資金協力・技術協力）、多国間協力、円借款の財
政基盤強化のための資金等）については、過去１０年ほどは５,５００億円から５,７００億円で

微増減を繰り返しており、ＯＥＣＤ統計における日本のＯＤＡの増額は、主に経済開発を重点

とする借款によって実現している。ＮＧＯによるＯＤＡ実施額は、ＮＧＯによる資金ニーズが

増大しているにもかかわらず変化しておらず、割合もＤＡＣ諸国の平均は約８％のところ、日

本は１％と、他のＯＥＣＤ-ＤＡＣ諸国に比べて低い。新型コロナウイルス感染症やインフレ・債

務危機による社会開発の後退を取り返し、低所得国の貧困層など最脆弱層の状況を改善す

るためには、一般会計予算でのＯＤＡを増額し、社会開発や人道支援を拡大する必要がある。

実際、開発途上国の経済開発に関わる資金が多様化しているところ、ＯＤＡの、より大きな

割合を、これらの資金が選好しない後発開発途上国の社会開発や最脆弱層の民生向上に充

てていく必要がある。開発途上国のエネルギー転換の促進についても、脱炭素化をより積極

的に推進する必要がある。 

 深刻化する開発途上国の債務問題の解決や資金流動性の拡大のための短期資金の供給に
ついて、日本が先進国の中で積極的な立場をとっていることは評価できる。一方、グローバ

ル・パートナーシップの強化や国家間の不平等の是正（目標１０）に向けて、先進国・開発途上

国の二分法を越え、国連を軸とする国際金融アーキテクチャーのグローバルな民主化に大

胆なリーダーシップをとることが求められる。 
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（３）ステークホルダーによる取組の評価 

Ａ. メディアの動向142 

国連がＳＤＧｓの認知を高めるため立ち上げたイニシアティブ「ＳＤＧメディアコンパクト」は５

大陸１６０カ国で約４００メンバーが登録しているが、日本は２２０社(２０２４年３月現在)と世界

の半数を超え最多となっている。日本におけるＳＤＧｓの浸透はメディアの影響が他国と比べ

て大きいのが特徴だといえる。例えば、国連広報センターが国内の「ＳＤＧメディアコンパクト」

登録メディアに呼びかけた気候変動キャンペーン「１.５℃の約束」は、毎年ＮＨＫ＋民放５局によ

る特別番組を始め多くの国内メディアが企画を実施している。こうしたことは世界に類をみな

い。 

朝日新聞「第１０回ＳＤＧｓ認知度調査」（２０２４年４月）では全国で「ＳＤＧｓという言葉を聞い

たことがある」と回答した人は８８.７％。２０２０年から新学習指導要領が実施され、１０代では

「ＳＤＧｓを知ったきっかけ」として「学校で学んだ」とする人は５５.０％（全体は７.９％）と極めて

高い。博報堂「生活者のサステナブル購買行動調査２０２４」（２０２４年８月）ではＳＤＧｓの「内容

までよく知っている」は１０代が３０.０%、２０代１４.３%、３０代９.１%、４０代６.６%、５０代６.

７%、６０代６.２%、７０代５.１%と１０代が群を抜いており、学校の授業などで学んだ成果がう

かがえる。こうした動向を勘案すると、メディアを通して全国の多世代へＳＤＧｓが広く浸透した

可能性は高いものの、より深い知識を得るのは教育機会であると推察される。 

以下、具体的に主要５メディアの状況をみていく。 

 

①新聞 

社会性、信頼性が高いメディアで、国内の新聞社は一般紙やスポーツ紙など１００紙を超えて

おり、ここでは中央紙（５紙）、ブロック紙（３紙）、地方紙の区分で主な具体例を挙げる。 

中央紙：率先して取組を開始した朝日新聞、企業経営層への圧倒的な影響力を発揮した日

経グループ、多くの読者層へ影響力を発揮した読売新聞、毎日新聞、産経新聞。それぞれ

が日常的、短期集中的にＳＤＧｓを発信したことで、全国の幅広い層への浸透の鍵となった

と考えられる。 

主な具体例として、朝日新聞社は、２０１７年１月にいち早く国内のビジネス経営層に

影響力のあるジャーナリスト国谷裕子氏を起用した企画「ＳＤＧｓ国谷裕子さんと考える」

を開始した。インパクトは大きく、「２０３０ ＳＤＧｓで変える」紙面展開や「ＳＤＧｓ ＡＣＴ

 
142 メディアの動向については、朝日新聞社、日経グループ、フジテレビ、博報堂 DYメディアパートナーズの協力の下、川廷昌

弘氏に執筆の協力を得た。 
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ＩＯＮ!」という新聞社の強みを活かした情報サイトの構築、学生アワードを実施するなど、

紙面約３６５万人、ＩＤ登録者約６５９万人へリーチした。 

日経グループは、経営層へのアクセスの強みを活かし２０１８年よりＳＤＧｓの取組を

発信する「日経ＳＤＧｓフォーラム」を立ち上げ大手企業２６社が参加。サステナビリティ

経営の支援サービスやＳＤＧｓと事業のマッチング分析を実施。２０１９年から開始したＳ

ＤＧｓ経営を総合的に評価する「日経ＳＤＧｓ経営調査」と「日経ＳＤＧｓ経営大賞」の実施

など、経済界への影響が極めて大きい。  

読売新聞社は、ＮＨＫの人気キャラクター・チコちゃんをＳＤＧｓ企画に起用。週刊の

「読売中高生新聞」では、２０２０年４月から毎月ＳＤＧｓに取り組む全国の学校を取り上

げる「ＳＤＧｓ新聞」のページを連載。中高生を主役にした報道が若者の取組を励まし、

家族や友人にもＳＤＧｓを幅広く普及する啓発につなげている。 

毎日新聞社は連載「ともに・共生社会へ 未来をつくるＳＤＧｓ」「ＳＤＧｓ・未来のため

に」を展開、産経新聞社は、「ＳＤＧｓ 今、未来のために」シリーズ企画を展開している。 

・ ブロック紙：複数の自治体をカバーし地域に根強い読者を持ち、エリアにおけるＳＤＧｓロー

カル化の浸透に貢献したと考えられる。具体的には、北海道新聞社はオリジナルのアイキャ

ッチ「ＳＤＧｓ持続可能な未来へ」を使用し、地域産業や身近な課題を事例として発信。中日

新聞社は「みんなではじめるＳＤＧｓ」で、ＳＤＧｓに高い関心を持ち目標達成に取り組む人

材をナビゲーターとして起用し、企業・教育機関、業界団体などの支援を受け、読者目線で

地域の取組を取材発信。西日本新聞社は、ＳＤＧｓに取り組む福岡の企業団体への取材を

通して、子どもたちと未来について考えるプロジェクト「未来をつくろう Ｍａｋｅ Ｆｕｋｕｏ

ｋａ ＳＤＧｓ」を発足させた事例などがある。 

・ 地方紙：独自のＳＤＧｓ紙面企画により地域の衣食住など身近な題材を取り上げることでＳ

ＤＧｓの自分ごと化に貢献した。具体的な企画名を羅列すると、東奥日報社「わたしたちの

ＳＤＧｓ〜青森の取組、世界へ届け！〜」、秋田魁新報社「ＳＤＧｓ ｆｒｏｍ Ａｋｉｔａ」、岩手日

報社「ＳＤＧｓでいわてから未来を変えよう！」、山形新聞社「山形ＳＤＧｓアクション」、河北

新報社「みやぎＳＤＧｓ Ｆａｒｍ」、福島民報社「ふくしまＳＤＧｓプロジェクト」、神奈川新聞社

「共に未来へ２０３０」、山梨日日新聞社「やまなしＳＤＧｓプロジェクト」、新潟日報社「ＳＤＧｓ

みらいの大人応援プロジェクト」、信濃毎日新聞社「ＮＡＧＡＮＯ ＳＤＧｓ ＰＲＯＪＥＣＴ」、北

國新聞社「ひとｔｏみらい」、京都新聞社「京滋ＳＤＧｓプロジェクト」、神戸新聞社「ＨＹＯＧＯ 

ＳＤＧｓ Ｈｕｂ」、中国新聞社「Ａｌｌ ｆｏｒ ＳＤＧｓ ＨＩＲＯＳＨＩＭＡ」、徳島新聞社「とくしまＳＤ

Ｇｓ Ａｃｔｉｏｎ」、大分合同新聞社「未来を創るおおいたＳＤＧｓ」、熊本日日新聞社「くまにち

ＳＤＧｓアクションプロジェクト」、南日本新聞社「ＳＤＧｓかごしま」、琉球新報社「沖縄からＳ

ＤＧｓ」などである。 
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②テレビ 

映像メディアであるテレビは、メディアの中でもリーチは最大の効力を持ち、ＳＤＧｓの具体

的なイメージを伝える効果は大きい。地上波キー局や地上波主要都市(大阪・名古屋・北海道・

福岡)の局、地方局の主な具体例を挙げる。 

キー局のネットワーク番組では、ＳＤＧｓ及びその事例を全国に分かりやすく発信した。ＮＴＶ

は「Ｇｏｏｄ ｆｏｒ ｔｈｅ Ｐｌａｎｅｔ」と題して「地球にいいことは人にいいこと」と捉え、テーマソン

グを制作し企画のサポーター、キャラクター、アナウンサーを設定、報道・情報・バラエティ番組

などでＳＤＧｓの１７目標をカバーする試みを行なっている。ＴＢＳは「地球を笑顔にするＷＥＥＫ」

と題し芸能人、著名人、アナウンサーなどを「ＴＢＳ ＳＤＧｓ大使」に起用し、企業のＳＤＧｓの取

組などを紹介、日本各地や世界で実際にアクションを起こしている人に焦点をあて、テレビ・ラ

ジオ・ＢＳなどで展開している。フジテレビは、２０１８年７月より世界初のＳＤＧｓのレギュラー番

組「フューチャーランナーズ」の放送を開始。毎週ＳＤＧｓの課題解決に取り組む個人や団体を紹

介。放送は首都圏のみだが、公式サイトでアーカイブ化し全国に波及。放送時から英語字幕を付

けて放送し、国連本部でも報告している。テレビ朝日はテーマを深掘りできるＢＳ局で「バトンタ

ッチ〜ＳＤＧｓはじめてます〜」で、ＳＤＧｓに関心を持っている視聴者に情報を発信している。 

広域自治体をカバーする主要都市（関西・中部・北海道・福岡）にある局は地域への影響力が

大きくＳＤＧｓのローカル化に貢献している。主な具体例として、関西地区では、読売テレビ「ＹＴ

Ｖサステナビリティプロジェクト」、毎日放送「ＭＢＳ ＳＤＧｓ ＰＲＯＪＥＣＴ」、関西テレビ「カンテ

レＳＤＧｓ」、朝日放送「アスミライｗｅｅｋ」と個別展開、名古屋地区では民法５局による「ＳＤＧｓ

実践中」合同企画を展開のほか、東海テレビ「地域からＳＤＧｓを考える！ミライのニュース」、テ

レビ愛知「ＳＰＯＲＴＳ ＳＤＧｓ」を実施、福岡ではＲＫＢ毎日放送「未来をつくろうＭａｋｅ Ｆｕｋｕ

ｏｋａ ＳＤＧｓ」、北海道放送「ＳＤＧｓ北海道から未来へ」などがある。 

地方局は地域の課題や衣食住など視聴者にとって身近なニュースや話題を取り上げること

でＳＤＧｓの自分ごと化を推進した。主な具体例はＮＴＶ系列「Ｇｏｏｄ ｆｏｒ ｔｈｅ Ｐｌａｎｅｔ」、ＴＢ

Ｓ系列「ＳＤＧｓ ＷＥＥＫ」などネットワーク企画に呼応した地域企画や、ＳＤＧｓに取り組む企業

紹介、次世代の取組紹介などを、独自のニュース、情報番組で取り上げている。 

 

③ラジオ 

自宅やオフィス、買い物やレジャーなど多様な状態で接触、またＰｏｄｃａｓｔ人気に伴い次世

代の接触が高まっており、ＦＭ局とＡＭ局ともに全国ネットワークでのＳＤＧｓの普及、地方局で

は身近なテーマで多世代に対して地方におけるＳＤＧｓの浸透と推進に貢献した。主な具体例

を挙げる。 
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全国ネットワークのＦＭ局は、Ｊ-ＷＡＶＥでは未来は私たちの想像力と選択が作るもの！とし

「ＦＵＴＵＲＥ ＩＳ ＹＯＵＲＳ Ｉｍａｇｉｎｅ & Ｃｈｏｉｃｅ」をキーワードに多様な番組から発信、ＴＯ

ＫＹＯ ＦＭでは「サステナ・デイズ」、ＡＭ局は、ニッポン放送では「ＳＤＧｓ ＭＡＧＡＺＩＮＥ」や、フ

ジテレビとＢＳフジ３社で「楽しくアクション！ＳＤＧｓプロジェクト」を展開。文化放送では「ＳＤＧ

ｓ Ｖｏｉｃｅ あなたの声をみんなの声に」として国内の取組を題材にイベントや番組で発信。ラ

ジオＮＩＫＫＥＩはビジネスパーソン向けの「ＥＳＧ Ａ ｔｏ Ｚ」を発信するなど、それぞれの持つ多

様なリスナー層にリーチした。 

地方局では、北海道の農業の未来を考えるため、ＦＭ北海道とＦＭ ＮＯＲＴＨ ＷＡＶＥの合

同企画「ＳＤＧｓ×北海道農業～Ｓｕｓｔａｉｎａｂｌｅ Ｈｏｋｋａｉｄｏ」を始めＳＤＧｓ企画を実施したの

は、ＦＭ局では、ＦＭ青森、ＦＭ岩手、ＦＭ山形、山形放送、ＦＭ秋田、ＦＭ仙台、ＦＭ群馬、ＦＭ栃木、

ＦＭヨコハマ、Ｂａｙ ＦＭ、ＦＭ新潟、ＦＭ長野、ＦＭ富士、ＦＭ静岡、ＦＭとやま、ＦＭ福井、Ｚｉｐ Ｆ

Ｍ、ＦＭ Ｇｉｆｕ、ＦＭ Ａｉｃｈｉ、ＦＭ三重、ＦＭ滋賀、ＦＭ大阪、ＦＭ８０２、Ｋｉｓｓ ＦＭ、ＦＭ山陰、Ｆ

Ｍ山口、ＦＭ香川、ＦＭ愛媛、ＦＭ徳島、ＣＲＯＳＳ ＦＭ、ＬＯＶＥ ＦＭ、ＦＭ長崎、ＦＭ鹿児島、ＦＭ

沖縄が、ＡＭ局では、ラジオ日本、北海道放送、秋田放送、山形放送、東北放送、ラジオ福島、新

潟放送、信越放送、山梨放送、静岡放送、北日本放送、北陸放送、福井放送、ＣＢＣラジオ、東海

ラジオ、岐阜放送、ＫＢＳ京都、ＡＢＣラジオ、ＭＢＳラジオ、ラジオ大阪、ラジオ関西、山陽放送、

山陰放送、中国放送、山口放送、西日本放送、南海放送、四国放送、高知放送、ＲＫＢ毎日、九州

朝日放送、長崎放送、大分放送、熊本放送、宮崎放送、南日本放送、琉球放送と、ほぼ全自治体

の地方局が地域課題などを題材に発信し、ＳＤＧｓの「地域ごと化」に貢献した。 

 

④雑誌 

多世代読者の興味関心領域に対応する多様なビークルから伝えることで、読者のＳＤＧｓの

自分ごと化に貢献している。小学館、講談社、集英社、扶桑社、光文社、マガジンハウス、ハース

ト婦人画報社、主婦と生活社、日経ＢＰ、朝日新聞出版など国内の主要な出版社が積極的に人

気雑誌でのＳＤＧｓ企画やムック本を出版。例えばファッション、ライフスタイル系では一冊丸ご

とＳＤＧｓ本を企画する「ＦｒａＵ」を始め「ＥＬＬＥ」「ＥＳＳＥ」「ＳＰＵＲ」「ＳＴＯＲＹ」「Ｈａｎａｋｏ」が踏

み込んだ丁寧な記事を掲載し、アウトドア系では老舗の「ＢＥ-ＰＡＬ」などが積極的にＳＤＧｓの特

集や記事を発信している。 

 

以上主要４メディアで挙げた事例には、ＳＤＧメディアコンパクトに参加していないメディア

も多くあり、日本のメディアが積極的にＳＤＧｓを取り上げていることが分かる。その背景には、

ＳＤＧｓの機運の高まりからビジネス機会の獲得やブランディングも挙げられるが、事業会社の

社会責任としての人権や資源、排出ＣＯ２対策などのほか、地域メディアの使命、地域課題との

向き合い、災害経験、自治体の支援、そして取り上げるテーマとの連関性など、主体的な理由
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があることを挙げるメディアが多い。ＳＤＧｓが国内に浸透するに従い、自分ごと化が進んだメ

ディア事業会社の社員のビジネスマインドと危機意識が行動変容を生み出したと推察される。 

⑤ソーシャルメディア（ＳＮＳ） 

既存メディアに加え、ソーシャルメディア（ＳＮＳ）がＳＤＧｓ普及に果たす影響力は、日本でも

高まっている。特に、多くの企業は消費者との接点拡大やブランドイメージ向上などを図るた

め、Ｘ（旧ツイッター）やインスタグラムなどを積極的に活用。サステナブルな商品や食品ロスを

減らす方法を紹介するなどして、意見交換の場を提供し、多くの閲覧や投稿を得ている。 

また、ＳＤＧｓに関心を持つインフルエンサーのＳＮＳ発信も、強い影響力を発揮している。人

気のお笑い芸人やアーティストなどがＳＮＳで積極発信しており、日本の若者がＳＤＧｓに関心

を持つ有力なきっかけとなっている。具体的には、例えば２０２１年にはＳＤＧｓ関連のＳＮＳ投

稿が前年比で約２３８％増加した、とのデータがある。 

 

Ｂ. 横断的課題（ジェンダー・ユース） 

Ｂ-１ジェンダー 

１.１ 日本の国際協力におけるジェンダーへの取組と評価 

日本の市民社会は、長年にわたって、日本政府やＪＩＣＡと共に、また、ＵＮ Ｗｏｍｅｎ、ＵＮＦＰ

Ａ、ＵＮＩＣＥＦ、ＵＮＨＣＲやＩＰＰＦなどの国際機関と連携しつつ、開発途上国におけるジェンダー

主流化や女子教育、セクシュアル・リプロダクティブ・ヘルス／ライツ、母子保健に関する取組を

行ってきた。その中には、開発途上国の現地での直接的なサービス提供や意識啓発などのプロ

ジェクトから、日本やアジア太平洋地域の国会議員など政策決定者層の意識啓発、国連女性の

地位委員会（ＣＳＷ）や女子差別撤廃委員会（ＣＥＤＡＷ）、人権理事会の包括的定期的レビュー

（ＵＰＲ）への参加や働きかけなど、幅広い活動が含まれる。近年においては、ＷＰＳ（女性・平

和・安全保障）に関する政府との連携なども積極的に行っている。これらの活動は、ジェンダー

に関わる国際協力や多国間外交における日本のプレゼンスの向上にも役立っている。一方、日

本国内でのジェンダー課題への取組の遅れは、海外における日本のジェンダーへの取組にもマ

イナスの影響を与えており、国内の状況改善は、ジェンダーに関する国際協力を進める上でも

必須となっている。 

ＪＩＣＡの課題別事業戦略及び「ジェンダーに基づく暴力（ＳＧＢＶ ：Ｓｅｘｕａｌ ａｎｄ Ｇｅｎｄｅｒ

-Ｂａｓｅｄ Ｖｉｏｌｅｎｃｅ）撤廃」に関するクラスター事業戦略に基づいた取組は評価できる。一方

で、ジェンダー主流化は、ジェンダーに特化した事業のみならず、全ての事業において横断的に

行う必要がある。各分野におけるジェンダー主流化のための手引きなどが作成され、推進はさ

れているが、各分野における認識の強化が必要である。一方、ＮＧＯが連携する他の機関にお
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いては、ジェンダーに関する意識が低く、初歩的なところから必要性を説明しなければならな

いなど、認識の遅れがある。 

紛争、災害など緊急人道支援分野におけるＳＲＨＲは明らかに必要であるが、他の課題に比

べて優先順位が低くなっており、必ずしも適切な支援が提供されていない。 

ＷＰＳについては、第３次行動計画（２０２３-２８年度）の下、国際協力に加え、国内における

ＷＰＳの推進などにも取り組むこととしている。国内におけるＷＰＳ推進は、日本社会における

ジェンダーの認識や取組の遅れの影響を受け、大きく進展する状況にはない。通常時において

女性のリーダーが十分に育っていないこともあり、災害救援や復興などの現場でのジェンダー

主流化や女性のエンパワーメント等も課題が多い。また、中央から現場まで、意思決定への女

性の平等な参加は順調に進展していない。各省庁においても、国際担当部局での認識の進展

が、他部署への展開に十分に結びついていない。 

 

１.２ ジェンダーとＬＧＢＴＱに関する取組と進捗評価 

国連はＬＧＢＴＱの課題が人権や「持続可能な開発」上の課題であることを認識しており、例

えば、国連開発グループ（ＵＮＤＧ）は「ＬＧＢＴの人々」の課題を含む「ガイダンス・ノート」を刊行

している。「持続可能な開発」に関する「メジャーグループ及びその他のステークホルダー」（Ｍ

ＧＯＳ）には、ＬＧＢＴＱが「その他のステークホルダー」の一つとして位置付けられており、同グ

ループの事務局はスウェーデンの当事者団体である「スウェーデンＬＧＢＴＱＩ権利連合」（ＲＳＦ

Ｌ）」が担っている。ＲＳＦＬは特にＬＧＢＴＱと関わりの深い目標３（保健）、目標４（教育）、目標５

（ジェンダー平等）、目標８（経済成長と雇用）、目標１６（平和と公正）を挙げている。 

これらの課題について、特にＬＧＢＴＱの当事者自身が支援者とともに組織する多様な非営

利公益団体（ＮＰＯ）や社会企業などが、サービス提供、教育・啓発、文化活動、政策提言、キャン

ペーン活動などを幅広く行ってきた。２０００年代以降、その取組の幅は急速に広がり、社会に

おけるＬＧＢＴＱの位置付けは大きく変化した。また、地方自治体も２０００年代以降、その取組

を加速し、現在では５００以上の地方自治体が同性間パートナー制度を導入し、地方自治体が

実施する社会保障制度をＬＧＢＴＱにも適用している。民間企業も２０００年代以降、福利厚生サ

ービスを同性パートナーにも適用するなど、企業内での差別・偏見の解消などに積極的に取り

組んでいる。一方、国レベルでの取組は必ずしも上記の進展に追いついていない。 

日本は「国連ＬＧＢＴＩコアグループ」に創設の際からメンバーとして参加しており、中南米や

欧州諸国などが多く加盟するＬＧＢＴＱの人権に関する国際機関である「平等の権利のための

連合」（Ｅｑｕａｌ Ｒｉｇｈｔｓ Ｃｏａｌｉｔｉｏｎ）に国としては参加していないものの、政府関係者が国際

会議にオブザーバーとして参加している。国内での法整備や施策においても、欧州や中南米、

南アフリカ共和国、ネパール、タイ、台湾などに準ずる取組の進展が期待される。 
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１.３ 経団連のジェンダー主流化に向けた取組 

 経団連は、２０３０ 年までに女性役員比率 ３０％を目指す運動「２０３０ 年 ３０％チャレン

ジ#Ｈｅｒｅ Ｗｅ Ｇｏ」への賛同を全会員企業に呼びかけてきた。役員に占める女性の割合を

調査した結果143によると、２０２４年７月時点では、政府がターゲットとする東証一部上場・プラ

イム市場の上場企業で１５.６％（１７年度比で２４３.５９％、２１年度比で５２.２７％増）と、順調に

推移している。  

女性の経営層拡大に向けては、社内からの登用数の増加が課題となる。厚労省が行う調査

によると、２０２３年１０月時点で、課長相当職以上の管理職に占める女性の割合は１２.７％144

と、統計を取り始めた２００９年以降では最も高い割合となった。業務執行の責任者である執

行役での女性登用が進んでいない、業種・業態によって登用の進捗に差がある等の課題が残

るが、日本企業における女性活躍に向けた取組には改善が見られる。 

 

１.４ 中小企業における女性の参画とリーダーシップ 

日本の９９%を占める中小企業の変革なしにＳＤＧｓ達成はなく、大企業の活動推進とともに

中小企業の変革にも重点を置くことが重要である。 

男女雇用機会均等法が１９８５年に成立してから約４０年間、取組を行ってきたにもかかわら

ず、２０２４年の日本の「ジェンダー・ギャップ指数」は、１４６か国中１１８位と主要先進国（Ｇ７）

の中では最下位であり改善されていない。その要因は、主な取組が「啓発と支援」であり、自ら

のコミットメントや取組を推進するものではなかったことにある。過去４０年間、様々な施策を

講じながらも、自らが取り組む覚悟と意思を示す「コミットメント」と、行政機関や経済団体など

が自ら模範となり、取り組む姿勢を示す「リーダーシップ」が足りなかったと言わざるを得ない。 

中小企業におけるジェンダー平等を実現するためには現在の男性社会の中に女性を含む多

様性を包摂した「新たな文化の醸成」が必要である。その実現を阻む大きな要因として、「アン

コンシャス・バイアス」「ガラスの天井」とともに、掲げる目標に対して納得感のある取組が推進

できていないことも挙げられる。例えば、「指導的地位に占める女性の割合目標３０％」とする

意図が分からないという声が聞こえる。具体的には、目標が「形式的」に見えることによる抵抗

感や「なぜ３割なのか？割合で決めるのではなく、実力で選ぶべきでは？」「それこそ女性優遇

ではないか」など、多くの中小企業が納得していないのが現状である。 

 
143  https://www.gender.go.jp/kaigi/danjo_kaigi/siryo/pdf/ka73-2.pdf 
144  https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/dl/71-r05/02.pdf 
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また、地域の企業の基礎知識の不足（共通認識のなさ）が活動を阻害している大きな要因で

もある。例えば、「女性活躍」「男女共同参画」「ジェンダーレス、ジェンダーフリー」「ダイバーシテ

ィ、Ｄ&Ｉ、ＤＥ&Ｉ」などの女性に関わる様々なキーワードが生まれているが「ダイバーシティの

時代だから女性にフォーカスするのはおかしい」「ジェンダーレスの時代だから女性という表現

自体が差別」などと、一つ一つのキーワードの意味が誤認されており、議論が混乱したり、活動

が頓挫してしまうといった状況が、実態として存在する。この状況を打破するには、基礎知識を

広く認知してもらう取組が必要である。 

 

１.５ 日本におけるジェンダー主流化の具体的取組：日本商工会議所青年部を例として 

日本商工会議所青年部（以下、日本ＹＥＧ）は、日本全国の商工会議青年部４１６単会３万２,４

００名で構成される日本最大級の中小企業の若手経営者が主体となった団体であり、参加する

年齢層も２０代〜５０代と、現役の社長や現場を動かす経営陣であるため、地域における社会

変革の中心的な担い手といえる。日本ＹＥＧでは、中小企業にとって今後ますます深刻化する

人手不足を解消する「多様な人材の獲得」「女性活躍社会の実現」など欠かすことができないテ

ーマに対して、様々な「研修やセミナー」を開催するなど、地域を牽引するリーダー育成などの

取組を行っている。一方で、役員の任期が単年度であるため、内容によっては、活動が継続せ

ずに単発の取組となって、組織としての「文化醸成」や「仕組みを構築」することが難しいという

弱みもあることから、継続的な活動が可能となるような取組を行っている。 

 

 活動が単年度で途切れることなく、継続し文化を醸成することを目指し、以下の取組を行っ

た。組織も企業同様に、中長期計画を立案するとともに年度を超えて取組、確実な文化醸成を

育めるようコミットメントが必要なことが示された。 

 

➢ ２０２１年度：日本商工会議所青年部全国大会において年度を超えて日本ＹＥＧが取り
組むべき事項をまとめた「サスティナブル宣言」を発表（ジェンダー、カーボンニュート

ラルなどＳＤＧｓ達成に寄与する複数テーマを設定）。 

➢ ２０２２年度：国連広報センター後援国際女性デー（一社）ＨＡＰＰＹＷＯＭＡＮ後援。 

➢ ２０２３年度：史上初の女性会長を輩出。日本ＹＥＧ執行部の委員長の女性比率におい
て過去最多となる３０%を達成した。他、内閣府との連携によりリーダー育成研修の実

施や、国連広報センターが後援する（一社）ＨＡＰＰＹＷＯＭＡＮとの連携事業の開催、Ｓ

ＤＧｓアンバサダーの吉本興業株式会社など外部との連携事業を積極的に行う。 
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➢ ２０２４年度：２０２１年度以降、全国の商工会議所青年部４１６単会においての女性会
長輩出人数や役員の女性比率の向上などの成果が出ており、２０２５年度は更に取組

を強化するべく戦略計画を策定している。 

 

１.６ 労働組合におけるジェンダーの取組 

 労働組合のナショナルセンターである日本労働組合総連合会（以下、連合）は労働組合におけ

る男女平等参画を進め、運動を展開していく中でジェンダー平等社会を実現するという考えに

基づき、２０２１年に「ジェンダー平等推進計画」を策定した。２０３０年までにあらゆる意思決定

過程における女性参画率を５０％に引き上げる「２０３０５０」を見据え、労働組合でも執行委員

の女性割合をまずは３０％にすることを目標とし、取り組んでいる。 

 

Ｂ-２ ユース 

「次世代のＳＤＧｓ推進プラットフォーム」のステアリングコミッティ２団体は、ＳＤＧｓの進捗に

対する達成度評価をそれぞれ実施した。 

 

２.１ Ｇ７/Ｇ２０ Ｙｏｕｔｈ Ｊａｐａｎ 

過去アンケートの蓄積を元に、若者が求める幸せな社会とそれに必要な要素を調査した。ポ

スト２０３０アジェンダでは、日本経済の持続可能な発展が必須で、「心、体、地球の健康」「企業

と個人の成長」「国内外の繋がり」の３要素が不可欠であることが分かった。ユースの、固定概

念や慣習にとらわれない自由な発想と、実績・経験を伴った成熟したユースの声を反映するこ

とが、新たな価値概念の創出につながる一方で、裁量権と影響を持てる機会は限られており、

若者世代の意見を代表する主体の活動の場の確保・拡充が必要であることが分かった。 

 

２.２ 持続可能な社会に向けたジャパンユースプラットフォーム（ＪＹＰＳ） 

ＪＹＰＳが２０２４年に行った調査からユース視点によりＳＤＧｓの進捗を鑑みると、いくつかの

進展が見られる一方、達成と評価されている分野であっても、改善が求められる点も多い。ま

ず、進学支援の強化により、経済的負担軽減の支援が進んでいるが、学費以外の費用（受験料、

参考書、交通費など）についての包括的支援は依然として不足している。くわえて、都市部と地

方・地域間の不平等が解消されていないと考えるユースは依然として多い。ＳＤＧｓ関連教育や

ウェルビーイングの認知度向上については、ユース自身の価値観に基づく制度作りが求められ
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ているが、まだ十分な枠組みが整備されていないため、認知度の拡大と具体的な行動への促

進が課題である。特に、環境問題への意識は高いものの、行動に移す方法が分からないユース

も多く、教育機関や政府の支援が必要だといえる。  

ユース参画の強化については、参加機会の拡充が求められ、大都市圏と地方での格差をなく

す制度策定が急務である。ユースの意見が反映される機会は限られており、より多くの参画の

場を提供することが必要である。この点については、２０２４年の国連未来サミットの成果文書

である「未来のための約束」に準拠した仕組みの整備が求められる。この約束では、子どもや若

者たちへの投資や国際・国内レベルで若者の有意義な参加を強化するとされている145。日本

国内のユース参画状況については、「こども大綱等を踏まえた審議会・懇談会等におけるこど

も・若者委員の登用に関する調査結果」によると各府省庁の審議会や懇談会などの委員等にお

ける１０代から３０代の割合は、１%台であることが分かる146。 

 

Ｃ. 各セクター別の動向 

Ｃ-１ ビジネスの動向 

３.１ ビジネス 

３.１.１ ＳＤＧｓの経営戦略への組み込みの進展 

（一社）日本経済団体連合会（経団連）は、２０１７年に企業行動憲章を改定して以降、会員企

業によるＳＤＧｓの取組を促進してきた。２０２３年実施の、実践状況についての「第３回企業行

動憲章に関するアンケート」（以降、経団連アンケート）147によると、ＳＤＧｓへの取組については、

「報告とコミュニケーション」に取り組む企業が８０％と、前回調査（２０２０年）の３１％から大き

く増加した。また、「サステナビリティの経営への統合」と回答した企業も３９％から７７％へと

大幅に増加している。このように、日本企業は、経営戦略の中にＳＤＧｓを組み込み、イノベーシ

ョンを通じて内外の社会課題の解決と持続的成長を同時に実現する「Ｓｏｃｉｅｔｙ ５.０ ｆｏｒ Ｓ

ＤＧｓ」に積極的に取り組み、数多くの好事例が生まれている148。なお、イノベーションによる課

題解決を分かりやすく示す動画集（Ｔｈｅａｔｅｒ５.０）でもこれらは確認できる。 

 
145 United Nations “Summit of the Future outcome documents : Pact for the Future, Global Digital 

Compact and Declaration on Future Generations” （2024）

https://digitallibrary.un.org/record/4063333?ln=en&v=pdf 
146 こども家庭庁『こども大綱等を踏まえた審議会・懇談会等における こども・若者委員の登用に関する調査結果 』（2024）

https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/473dbbf4-3379-

4212-8abc-

b3c99cfdd753/7aec6707/20240819_councils_shingikai_iken_senmon_473dbbf4_03.pdf 
147 https://www.keidanren.or.jp/policy/2024/005_kekka.pdf 
148 https://www.keidanrensdgs.com/innovationforsdgs 
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３.１.２ ＧＸ、ＣＥ、ＮＰの一体的推進 

(１)グリーン・トランスフォーメーション（目標１３） 

経団連は、「経団連カーボンニュートラル行動計画」に基づき、２０５０年カーボンニュートラル

（ＣＮ）の実現に向けて、グリーン・トランスフォーメーション（ＧＸ）に向けた主体的取組を強力に

推進している。その結果、２０２３年度の全部門（産業、エネルギー転換、業務、運輸）合計（５９業

種）の国内事業活動からのＣＯ２排出量は４億６,８０９万ｔ-ＣＯ２（わが国全体のＣＯ２排出量の約

４２.３%149）となり、２０２１年度比で約５.２%、２０１７年度比では約１６.８%減少した。 

さらに、日本の経験を踏まえアジア地域のＧＸを促すべく、ＡＺＥＣに賛同し、２０２４年に「ＡＺ

ＥＣ構想の推進に関する提言」を公表した。 

(２) 循環経済（目標１２） 

経団連は、「循環型社会形成自主行動計画」の策定と毎年度のフォローアップを通じて（４６

業種参加）、プラスチック等の資源循環を推進している。また、２０２１年には、循環経済（Ｃｉｒｃｕ

ｌａｒ Ｅｃｏｎｏｍｙ、以下ＣＥ）への移行を加速させるため、環境省、経済産業省と「循環経済パー

トナーシップ（Ｊ４ＣＥ）」を創設し、２０２５年２月時点で２１０を超える企業・団体が参画している。

注目事例集を３度発刊(２０２１年、２２年、２４年)するなど、日本企業の先進取組事例を国内外

に積極的に発信するとともに、ＣＥ実現に向けた課題を整理するための官民対話150や、業種や

企業の垣根を越えた連携を促進するためのビジネス交流会を行っている。 

(３)生物多様性・自然保護（目標１４、１５） 

経団連は、「経団連生物多様性イニシアチブ」等を通じて、企業の生物多様性保全への取組を

促進してきた。２０２４年８月末時点で３５１の企業・団体が参加、１９２件の取組事例を紹介して

いる。また、経団連及び経団連自然保護協議会（ＫＮＣＣ）は、ＴＮＦＤ（自然関連財務情報開示タ

スクフォース）の理解増進を目的に組織された「ＴＮＦＤコンサルテーショングループ・ジャパン」

の事務局の一員として、ＴＮＦＤの理解増進を図るためのセミナー等を実施してきた。その結果、

世界の「ＴＮＦＤアーリーアダプター」３２０社のうち、日本は国別で最多の８０社が登録し、２０２

５年１月には１４０社まで増加した。くわえて、環境省等の４省151が連名で策定した「ネイチャー

 
149 わが国全体の 2023年度 CO2排出量の参照先である国立環境研究所「日本の温室効果ガス排出量データ（1990年度

から 2023年度）＜暫定データ＞」と本調査の間では、集計の目的や経緯の違いにより、集計方法や範囲に相違があることか

ら、両者の比較によるカバー率の値は参考程度に留まることに留意が必要である。なお、運輸部門のカバー率算定に当たって

は、海外発着分を除いた国内の CO2排出量をもとに算出している。 
150 ４年間で 16回開催 
151 環境省、農林水産省、経済産業省、国土交通省 
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ポジティブ経済移行戦略」（２０２４年）について、官民の対話と連携を通じた企業の行動変容に

取り組んでいる。 

また、経団連自然保護基金（ＫＮＣＦ）は、アジアを主とする開発途上国においてＮＧＯなどが

行う自然環境保全プロジェクトに対する助成を、１９９３年度より続けてきた。支援プロジェクト

数累計は１,７３７件、支援総額は約５１億円にのぼる。さらに環境省と連携し、国連開発計画（Ｕ

ＮＤＰ）が実施する「ＳＡＴＯＹＡＭＡイニシアティブ推進プログラム（ＣＯＭＤＥＫＳ）152」に対して２

０２３年からの５年間で３億円の資金拠出を行い、開発途上国で地域コミュニティが主体となっ

て進める数多くの小規模プロジェクトを支援している。 

 

３.１.３ ビジネスと人権に関する自主的な取組の進展 

経団連は、２０１７年の企業行動憲章改定時に、「すべての人々の人権を尊重する経営を行う」

という条文を新設した。２０２１年には、「企業行動憲章 実行の手引き」の人権パートを改訂し

充実させるとともに、国連「ビジネスと人権に関する指導原則」に則って人権尊重責任を果た

すための実務ガイドとして、「人権を尊重する経営のためのハンドブック」を策定するなど、会員

企業の自主的な取組を推進してきた。 

その結果、国連の指導原則に基づき何らかの取組を行っている企業は７６%に上り、前回調

査（２０２０年）の３６%から２倍以上に増加した。従業員規模別で見ると、５,０００人以上の企業

の９５%は取組を進めている。一方、４９９人以下の企業は「取組に着手できていない」又は「内

容を理解していない」割合が多く、中小企業における実践が課題である153。 

 

３.１.４ 情報開示の進展と課題としてのインパクト評価の推進 

サステナビリティに関する情報開示については、多くの日本企業が、自社の優先課題に関し

てＫＰＩを設定し、グローバル基準や指標等も参考にしながら、進捗を測定し、統合報告書、サス

テナビリティ報告書、ホームページ等で情報開示を行っている。自主的に統合報告書を発行す

る企業は２０２１年の７１８社から２０２３年に１,０１９社まで増加した154。 

 
152 開発途上国における生物多様性の保全分野における日本の知識や経験に基づく支援を提供し、里山・里海の持続可能な利

用を推進するプロジェクトを支援することを通じて、ＳＤＧｓの推進及び自然共生社会の実現を目指す国際プロジェクト 
153 2021年９月から 10月にかけて、外務省及び経済産業省が東証 1部 2部上場企業等（約 2,800社）を対象に行った調

査 によると、回答企業（760 社）のうち、約７割が、国連「ビジネスと人権に関する指導原則」に基づき人権方針を策定し、５割

強が人権デュー・ディリジェンスを実施している。被害者救済・問題是正のためのガイドライン・手続を定めている企業は、全体

の約５割であり、そのうち９割強は企業内に通報窓口を設けている。 

（参照：https://www.keidanren.or.jp/policy/2024/005_kekka.pdf） 
154 https://www.dirri.co.jp/res/report/uploads/2024/02/43defe0a0ba3215455b53fbbb84af45c0c0031e2.pdf  
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経団連では、評価手法等を体系的に整理するとともに、企業等がＳＤＧｓへの取組に関するイ

ンパクト測定や管理を行う際に役立つ情報を提供すべく、２０２１年に報告書「ＳＤＧｓへの取組

の測定・評価に関する現状と課題」155を公表した。２０２２年には、多様なステークホルダーの共

通言語として活用できるインパクト評価の意義や実践例をまとめた「“インパクト指標”を活用し、

パーパス起点の対話を促進する」と題する提言書156を公表した。 

インパクト評価を効果的に活用する上では、進捗管理のための適切な指標設定や評価方法、

データ基盤の整備について、ＵＮＤＰが「ＳＤＧインパクト」で試みているように、グローバルに合

意された共通基準を確立し普及させることが今後の大きな課題である。 

 

３.１.５ 企業の取組の評価と今後 

 企業は多様なステークホルダーと連携し、技術・イノベーションを活用したＳＤＧｓ達成に向け

た取組を国内外で推進している。また、取組の進捗を測定・開示することにより、改善につなげ

るとともに、ステークホルダーとの対話に活かしている。日本の課題としてしばしば指摘される

ジェンダー平等を含む人権への取組についても、企業の間では着実に取組が進みつつある。 

 企業は引き続き、技術革新やイノベーションの社会実装に努め、また、ステークホルダーとの

更なる連携を進めることにより、社会へのインパクトの拡大・強化を図っていく。あわせて、イン

パクト評価を推進し、取組の成果を一層透明性ある形で開示していく。 

 

３.２ 中小企業の取組 

３.２.１ ＳＤＧｓの認知度は９０.５% 

「中小企業のＳＤＧｓに関する実態調査（２０２４ 年）」によると、中小企業のＳＤＧｓの認知度

は９０.５％と非常に高く、中小企業もＳＤＧｓの認知度は着実に向上している。また、「ＳＤＧｓに

取り組んでいる」（１７％）、「今後取り組む予定」（１７.６％）、と積極的な企業割合は ３４.６％と

年々増加傾向にある。 

 

３.２.２ ＳＤＧｓ の取組に向けた課題 

 
155 https://www.keidanren.or.jp/policy/2021/055.html 
156 https://www.keidanren.or.jp/journal/times/2022/0623_01.html 
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課題としては、「取り組むメリットがわからない」（１６.８％）、「何から取り組めばよいのかわ

からない」 （１６.３％）、「資金が不足」（１４.９％）などがあげられる157。 

中小企業は時間・人員・資金ともに余裕がない企業が多く、目標７，８など、自社の利益増や

企業成長のイメージがしやすいテーマへの関心が高く、「貧困・人権問題・飢餓・ジェンダー公平」

など自社利益に直結しない、と感じるテーマへの関心が薄い傾向がある158。 

こういった傾向から、中小企業に対しては、人権や貧困問題に対する意識啓発を行いながら

も、失われた３０年の経済停滞を打破し経済的、文化的発展に寄与する「成長戦略」としてＳＤＧ

ｓを更に強く打ち出すことが有効といえる。 

 

【事例】中小企業のＧＸ・脱炭素・カーボンニュートラルに向けた取組 

持続可能な循環型経済（目標１２）・生物多様性・自然保護（目標１４、１５） 

(１)商工会議所の取組 

日本商工会議所（以下、日商）は、全国の中小企業の脱炭素・カーボンニュートラルに向けて、

全国５１５の商工会議所と連携し、経営相談などを通じた支援を行っている。２０２２年には、

「中小企業のカーボンニュートラル推進ワーキンググループ」を設置し、支援の強化に努めてい

る。２０２４年に日商が東京商工会議所と共同で実施した調査によると、中小企業においても、

約７割が省エネを中心にした脱炭素・カーボンニュートラルに関する取組を実施している。脱炭

素に取り組む理由・目的では、「光熱費・燃料費の削減」が７５.２％と最も多いく、次いで「企業

としての評価や知名度の維持・向上」（３０.５％）、「ビジネス環境の変化や技術革新への対応」

（２５.６％）となっており、中小企業においても脱炭素・カーボンニュートラルを企業ブランディ

ングや経営革新につなげようとする動きも見られる。また、脱炭素の取組を行っている企業で

は、行っていない企業に比べ、「評価や知名度の維持・向上」「ビジネス環境の変化や技術革新

への対応」「取引維持・拡大」「従業員のモチベーション向上等」を理由に挙げる割合が顕著に高

い。 

こうした結果から、中小企業の成長のためにも脱炭素・カーボンニュートラルが今後、一層重

要なテーマとなることが想定される一方で、中小企業の約２割が「何から始めたらいいかわか

らない」と回答。日商では中小企業の脱炭素には、「知る」「測る」「減らす」の３ステップが有効

 
157 引用元：独立行政法人 中小企業基盤整備機構 広報・情報戦略統括室 総合情報戦略課/中小企業の ＳＤＧｓ 推進に関する

実態調査（2024 年）アンケート報告書 
158 独立行政法人 中小企業基盤整備機構 広報・情報戦略統括室 総合情報戦略課/中小企業の ＳＤＧｓ 推進に関する実態調査

（2024 年）アンケート報告書 
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と考え、「知る」ステップでは、中小企業の好事例紹介、セミナー開催など「測る」ステップでは、

「ＣＯ２排出量チェックシート」を日商サイトで無償提供するなど様々な対策を実施している。   

 

日本商工会議所青年部(以下:日本ＹＥＧ)は、未来を担う責任世代として、年度を超えて自ら

が模範となって変革に臨むコミットメント、「循環型社会実現」「ＤＸ・ＧＸ推進」「男女共同参画推

進」などを盛り込んだサスティナブル宣言を２０２１年度に発出。２０２３年度の日本ＹＥＧ（２０２

３年４月時点・全国９ブロック４１７単会３万２,４００名）は、「持続可能で心豊かな未来への貢献」

のスローガンを掲げ、循環型社会、カーボンニュートラル実現に向けたリーダー育成や日商推

奨のＣＯ２チェックシートを活用し役員会や全事業を対象として以下の取組を行った。 

 

（１）「Ｃｈａｌｌｅｎｇｅ２０３０」啓蒙パネル設置（推定ＣＯ２削減量可視化）  

(２)フードロス削減でＣＯ２排出量削減を行う環境省推奨「３０１０運動」のＹＥＧ版、「１５１０運

動」実施 

(３)９９%リサイクルゴミ袋使用 

(４)マイボトル推奨（給水スポット常設化） 

この取組で１年間に約４.２９４トンのＣＯ２削減、全国４１７単会の文化醸成に繋げる運用マニ

ュアル作成、活動を継続している。 

 

３.２.３中小企業の課題と今後の方向性 

中小企業の課題は「基礎知識不足」と「ノウハウや人材不足」が挙げられる。２０２４年には、中

小企業を主な対象とした「サステナブルビジネス認証」（日本サステナブルビジネス協会）など、

サプライチェーン全体での取組を認証する仕組みも登場している159。２０２５年から２０３０年は

パートナーシップ構築宣言の考え方に則り、サプライチェーン一体での取組を行うなど、大企業

との協働ビジョンやコミットメント策定などへの取組の進展も求められる。 

 

３.３ ファイナンス 

３.３.１ 全国金融 

 
159 https://sustainable-b.or.jp/ 
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（ＮＰＯ法人）日本サステナブル投資フォーラムが２０２４年１２月に公表したサステナブル投

資残高調査２０２４結果速報によると、日本のサステナブル投資合計額は６２５兆円を超え、前

年比１６.６%と増加した。サステナブルファイナンスを質的・量的に拡充させるための議論も進

んでおり、金融庁が２０２０年１２月に立ち上げた「サステナブルファイナンス有識者会議」は２０

２５年３月までに２７回開催され、これまで４次にわたって報告書を公表している。また、環境省

がグリーンボンド及びローン160とサステナビリティ・リンク・ボンド及びローン161に関する国

内ガイドライン作成を目的に２０２１年１２月に立ち上げた「グリーンファイナンスに関する検討

会」は、ガイドラインによる国内への浸透は一定程度進んだとして、２０２４年１２月の第１２回会

合以降、市場の更なる発展に向けた課題、対応などの議論を進めている。 

  くわえて、財務的リターンと並行して社会的・環境的にポジティブなインパクトを生み出すこ

とを意図する「インパクト投資」の認知が高まり、実践に向けた取組が進んでいる。２０２１年１１

月にはインパクト志向の投融資の実践を進める金融機関が協同するイニシアティブである「イン

パクト志向金融宣言」が公表され、インパクト志向金融宣言賛同機関によるインパクト投資残高

は２０２４年１月時点で１０兆円を超えた。 

  気候変動分野では、温室効果ガス（ＧＨＧ）多排出産業を中心に省エネ・燃料転換などを含む

着実な脱炭素化に向けた移行（トランジション）への取組を支援するトランジション・ファイナン

スの認識が国際的にも高まり、ファイナンスの実践も進んでいる。国際資本市場協会（ＩＣＭＡ）
162が２０２０年１２月に「クライメート・トランジション・ファイナンス・ハンドブック」を公表した後、

金融庁・経済産業省・環境省は国内での浸透を目的に２０２１年５月に「クライメート・トランジシ

ョン・ファイナンスに関する基本指針」を策定した。くわえて、ＧＨＧ多排出産業の２０５０年カー

ボンニュートラル実現に向けた具体的な移行の方向性を示すため、経済産業省は産業別に「ト

ランジション・ファイナンス推進のためのロードマップ」を、国土交通省は海運・航空分野の脱炭

素に向けたロードマップを策定し、これらを活用したファイナンスの組成が進んでいる。日本の

２０５０年のカーボンニュートラル実現に向けては２０２３年度から１０年間で１５０兆円超の投資

が必要とされており163、より一層のトランジション・ファイナンスの拡充が求められる中、民間

で取り切れないリスクを補完する機能を持つ目的で設立された脱炭素成長型経済構造移行推

進機構（ＧＸ推進機構）は２０２４年７月に業務を開始し、官民一体で金融支援を進めている。  

資金提供者の観点では、個人投資家によるサステナブル投資をより拡充させるための取組

が進んでいる。サステナブル投資は中長期的な企業価値創造につながり得るという観点で家

計の安定的な資産形成と親和性が高いと考えられている。サステナブル投資の拡充には個人

投資家への金融経済教育と個人投資家に向けた適切なサステナブル金融商品の提供が求めら

 
160 資金使途がグリーンプロジェクトに限定されるボンド及びローン 
161 資金調達者がサステナビリティに関する野心的な成果目標に向けて行動し、その改善度合いと投融資条件が連動している

ボンド及びローン 
162 ICMA: International Capital Market Association 
163 第 8回新しい資本主義実現会議（２０２２年５月）において岸田総理大臣が表明 
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れる。金融経済教育は従来から各金融機関が取り組んできたが、２０２４年４月に金融経済教育

推進機構（Ｊ-ＦＬＥＣ）が設立され、官民一体で金融経済教育を推進している。個人向けのサステ

ナブル金融商品については、その充実に向けて、金融庁のサステナブルファイナンス有識者会

議が個人に分かりやすい金融商品の組成・提供の在り方や投資家保護における留意点などに

ついて議論を進めている。  

以上のとおり、ＳＤＧｓ達成に向けた多様な金融手法に対する理解が深まっただけではなく、

ファイナンスの実施に向けた取組が進んだと評価する。今後は実施の拡大を一層加速するとと

もに、どの程度社会課題の解決が実現できたかという成果（アウトカム）が問われていく。その

ためには成果の測定・管理手法の構築が課題であり、ファイナンスの実践を踏まえ知見を積み

重ねていく必要がある。 

 

【事例】（一社）全国銀行協会（全銀協）の取組 

（１）カーボンニュートラルの実現に向けた取組 

全銀協は２０２１年１２月に「カーボンニュートラルの実現に向けた全銀協イニシアティブ」を策

定し、①エンゲージメントの充実・円滑化、②評価軸・基準の整理、③サステナブルファイナンス

の裾野拡大、④開示の充実、⑤気候変動リスクへの対応の５つの分野について重点的に取り組

んでいる。 

２０２２年１２月に「全銀協 気候変動特設サイト」を公開したほか、企業と会員銀行の間のエ

ンゲージメントを支援する参考資料として２０２３年１月に「脱炭素経営に向けたはじめの一歩」

を、２０２４年２月に「ＣＯ２見える化とその先へ」を公表した。 

くわえて会員銀行の知識向上を目的に関係経済団体や関係省庁等を招いたウェブ勉強会を

おおむね月１回の頻度で企画・開催しており、２０２４年１２月時点で３４回開催している。 

 

(２)こども・若者の貧困問題に対する取組 

２０２１年１２月、全銀協は「こどもや若者の貧困問題」の解決に貢献していくことを目的に日

本証券業協会（日証協）とＭＯＵ1を締結し、日証協と連携・協力して取り組んでいる。 

２０２３年度には（一社）全国フードバンク推進協議会と連携の上、「フードドライブ活動」に試

行的に参加した。試行を通じて食品ロス削減やＳＤＧｓに対する意識の向上につながる効果を

確認できたことから、２０２４年度は全銀協・日証協の会員に対象を拡大した「物資支援プロジ

ェクト」を実施した。 
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３.３.２ 地方金融 

ＳＤＧｓ推進に係る地域での創意工夫を更に浸透させ、地域産業や企業の生産性向上、地域経

済の持続的な成長を図るため、地域における様々な課題解決に資する地方金融による多様な

サービス提供等の取組も進展した。  

 地方金融の担い手には、地方銀行、第二地方銀行、信用金庫、信用組合など様々な種類が存

在するが、地域に根差した店舗網を展開しており、主に地域の中堅・中小企業や地域住民向け

のサービスを展開している。全国の企業数の９９％以上を占める中堅・中小企業や、地域住民

にまでＳＤＧｓ達成に向けた行動変容を促していく上でこれら地方金融の担い手が大きな役割

を果たした。具体的には次のような取組が挙げられる。 

① 地域企業の事業活動とＳＤＧｓとの関係を整理し、結びつきの強い目標への取組を表明する
ＳＤＧｓ宣言の策定を伴走支援するサービスの提供 

② 中堅・中小企業向けのＥＳＧ/ＳＤＧｓ評価制度を構築した診断サービスの提供や、自治体が

実施するＳＤＧｓ登録・認証制度等を活用した金融商品の提供 

③ ポジティブ・インパクト・ファイナンス164やサステナビリティ・リンク・ローン等のサステナブル

ファイナンスについて、中堅・中小企業にも利用しやすいように組成費用を抑えたプランの

提供や自治体と連携した簡易的なフレームワークの構築等により利用企業の裾野を拡大 

 

気候変動への取組では、全国地方銀行協会が２０２４年５月に公表した「地方銀行における環

境・気候変動問題への取り組み」によると、２０２３年１０月時点でグリーンファイナンスを提供す

る地方銀行は５４行となり前年から７行増加した。また、資金面以外の支援として、ＣＯ₂排出量
の可視化サービス、太陽光設備や再エネ電力を販売する企業等の紹介、ＣＯ₂排出量の削減目
標設定や削減策等に係るコンサルティングの実施等の多様なサービスが提供されている。地域

の再生可能エネルギーの普及に向けて金融機関が自らエネルギー事業会社を設立し、地域経

済の活性化につなげようとする事例も出てきた。   

さらには、金融機関が地方自治体と連携して地域全体の脱炭素化を推進する取組も進展し

た。環境省の「脱炭素先行地域」への共同提案や「地域ぐるみでの脱炭素経営支援体制構築モ

デル事業」への参画のほか、域内の金融機関が共同して地域の脱炭素コンソーシアム立ち上げ

 
164 企業活動が環境・社会・経済にもたらすインパクト（ポジティブな影響とネガティブな影響）を包括的に分析・評価して資金

提供を行うことにより、資金調達者のポジティブな影響の増大及びネガティブな影響の低減の支援を目的とするファイナンス

手法 
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に参加する事例なども出てきた。このように、従来の資金提供者という立場から、持続可能な

地域社会を共創する立場へと、地方金融の認識は大きく変化した。 

地域社会の持続可能性という観点では、少子高齢化や首都圏への人口一極集中による人口

減少に伴う衰退が懸念されており、地域経済の持続的な成長において重要な課題となってい

る。とりわけ地域企業の人手不足は深刻である。そのため、地域金融機関では地域企業への資

金繰り支援のみならず、創業・新事業支援、経営人材の紹介、事業承継支援のほか、デジタル化

によって生産性向上につなげるＩＴコンサルティング等のサービスを拡充してきた。また、「地銀

フードセレクション」「「食の魅力」発見商談会」「“よい仕事”おこしフェア」「しんくみ食のビジネ

スマッチング展」等の商談会を金融機関が共同開催し、地元産品の販路拡大を支援する取組を

継続的に実施している。さらには、地元産品の国内外への販路開拓や新商品開発・ブランディ

ングの支援等に取り組む地域商社を設立する地域金融機関も徐々に増えており、金融の枠を

超えた地方創生の取組が拡大した。将来的に効果を挙げ続けていくために、持続可能なビジネ

スモデルにしていけるかどうかが課題となる。 

 

３.４ 労働組合 

労働組合は、社会対話の担い手として、集団的労使関係（建設的労使関係）を通じた賃金を

始めとする適正な労働条件の確保を始め、労働者の権利確立、人権、環境、安全、平和等を求

める国内外の取組を通じて、使用者とともに、ディーセント・ワークの実現、「ビジネスと人権」

の視点に立ったサプライチェーン全体における人権尊重、持続可能な経済・社会の構築に重要

な貢献を果たすことが期待されている。ここではビジネスにおける役割の点において記載する

こととし、幅広い市民社会としての労働組合については次章を参照のこと。 

労働組合に期待されている貢献としては、ディーセント・ワークの実現、「ビジネスと人権」の

視点に立ったサプライチェーン全体における人権尊重、持続可能な経済・社会の構築などが挙

げられる。 

ディーセント・ワークの実現のためには、ＩＬＯ中核的労働基準の早期批准が不可欠であるが、

日本は「雇用及び職業についての差別待遇に関する条約（第１１１号）」及び「職業上の安全及び

健康に関する条約（第１５５号）」を批准していない。連合はＩＬＯ活動推進議員連盟などと連携し

た日本政府への働きかけや日ＥＵ経済連携協定（ＥＰＡ）に関する市民社会との共同対話などを

通じ、早期批准に向けた取組を進めている。 

「ビジネスと人権」に関して、連合は２０２３年８月に「ビジネスと人権に関する連合の考え方」

を策定し、連合の基本的な考え方や連合全体としての具体的な対応について示した。これに基

づき、春季生活闘争におけるビジネスと人権課題に関する取組や学習会の開催などを行って

いる。 
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持続可能な経済・社会の構築については、気候変動対策は喫緊の課題であり、ＧＸの進展が

必要である。その際、雇用など社会・経済への負の影響を最小限にとどめるためにも「公正な

移行」を実現する必要がある。連合は「公正な移行」の実現に向けた具体的な対応を検討する

ための、政労使を含む関係当事者が参画する社会対話の実施などをＧＸ実行会議などの場に

おいて訴えている。 

 

Ｃ-２ 市民社会の動向 

４.１ 「コロナ禍」及びポスト・コロナと市民社会の取組 

４.１.１ 「コロナ禍」及びポスト・コロナとＳＤＧｓ 

ここ数年を振り返るに当たり、新型コロナウイルス感染症パンデミック（以下「コロナ禍」）を

無視することはできない。日本社会においても、コロナ禍では収入が減少した人や、失業者が

増加した。また、自殺者数の増加（特に１８歳以下）、ＤＶ件数の増加、児童虐待の件数の増加な

ど、あらゆるデータが脆弱性を抱えた人が苦しい状況に追いやられてしまっていたことを指し

示している。 

休眠預金等活用事業では、コロナ禍により増大した支援ニーズに対応するため、２０２０年度

から「新型コロナウイルス対応緊急支援事業」を開始した。当該事業を通じて、コロナ禍で深刻

な影響を受けたひとり親家庭や失職した方への支援事業など７７３件（累積）が展開されるなど、

多くの成果を出した。２０２５年度からは緊急性の高い社会課題に事業期間１年以内で集中的・

即応的な支援を行おうとする事業に的確に対応するため、「緊急枠」として助成対象事業の分

野を広げて対応することとしている。 

また、２０２１年後半からの物価高は、不安定な雇用で働く人や低所得の人に特に深刻な負の

ダメージを与えている。こういった社会環境にあって、市民社会を始め民間の様々なセクター

が様々な社会課題への対応において、大きな力を発揮している。例えば、困難な状況にある子

どもを支援するための市民活動である「子ども食堂」はその数が１万か所にものぼるものとな

った。これは、全国の中学校数を超えた数である。 

自殺予防や精神福祉的な相談支援を電話やオンラインで２４時間３６５日行う支援活動の多

くは民間の支援機関が実施している。 

日本の市民社会は、以前から、日本の保健・医療制度へのアクセスに困難を抱える人口・社会

グループやコミュニティで医療を必要とする人々を医療につなぐことで、「誰一人取り残されな

い」ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ（ＵＨＣ）の実現に取り組んできた。疾病の患者や影響を受

けた人々は、長年にわたって、当事者の相互扶助と肯定的な当事者意識の涵（かん）養をベース
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として、治療コストの削減や質の向上等に向けた政策提言に取り組み、大きな成果を出してき

た。 

 

４.１.２ 日本の市民社会による国際協力 

日本の市民社会はグローバルサウス諸国の教育、保健、農村開発や防災・緊急人道支援など、

多様な分野で国際協力に取り組んでいる。国際協力に取り組む市民社会団体は４００以上を数

え、これらの団体が途上国での事業等に支出した事業費は２０２０年現在、５００億円以上に及

ぶ（外務省及び特定非営利活動法人国際協力ＮＧＯセンター（ＪＡＮＩＣ）「ＮＧＯデータブック２０

２１」）。このうち、政府やＪＩＣＡなどの公的機関の資金拠出が占める割合は約２０%程度と推定

され、他は各団体の自主財源及び個人や企業、民間財団からの拠出である。開発や人道支援に

関する多国間の政策形成に関する提言活動や、持続可能な開発に関する市民社会の連携（ＭＧ

ＯＳへの参画など）についても、継続して積極的に取り組んでいる。 

 

４.１.３ 拡がる「官民連携・協働」 

日本社会の支援分野における近年の政策的なトレンドは「官民連携・協働」である。行政機関

だけでは対応できない複雑化・深刻化した様々な困りごと、社会課題について、行政機関と市

民社会を始めとした民間団体等が連携・協力し、その解決を目指すことがスタンダードになり

つつある。これは、ＳＤＧｓの理念の普及とも無関係ではないだろう。 

例えば、２０１９年に成立した「食品ロスの削減の推進に関する法律」においては、前文にＳＤ

Ｇｓの文言が記載されている。また、「誰一人取り残されない」という理念は、「包摂的な社会の

実現」という文脈でここ数年の「骨太の方針」など、様々な日本の国家戦略においても示されて

いる。地域福祉や自殺対策においても、２０２３年に成立した「孤独・孤立対策推進法」の中で、

その理念は掲げられ、そして、その実現の方法としての「官民連携・協働」が少しずつだが進み

つつある。 

他方で、このトレンドには市民社会からの批判があることにも注意が必要だ。「官民連携・協

働」を掲げつつも、これは社会課題への市民社会の「動員」であり、限定された予算や制度的枠

組みのなかで、安価な委託費等で市民活動にその解決を「丸投げする」という側面を否定でき

ない。そして、相互扶助など、コミュニティでの支え合いを前提に社会保障費の削減や公的支援

の縮減が目指されるのは本末転倒である。 

 

４.１.４ 課題：科学的な評価と達成へのロードマップの必要性 
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ＳＤＧｓの達成を目指すに当たり、日本政府が直視しなければならないことは、その進捗を科

学的に評価し、達成に向けたロードマップを描くことだ。例えば、貧困についてのＳＤＧｓグロー

バル指標の１.２.１及び１.２.２について、政府は「現在、提供できるデータはありません」として

いる。厚労省の「国民生活基礎調査」及び総務省の「全国消費実態調査」において算出している

相対的貧困率などの既存のデータがあるにもかかわらずそれを指標としないのは、貧困の「半

減」という目標に対しての説明責任の放棄でもある。 

このように、ここ数年のトレンドをみると、国内の様々な社会課題において、市民社会との連

携・協働は少しずつだが進みつつある。一方で、その在り方が「誰一人取り残されない」もので

あるのかどうかを科学的に検証し、取組を改善していくことが必要である。 

 

４.２ 消費者 

ＳＤＧｓ実施指針（２０２３年改定）では、「消費者の果たす役割」について、主に目標１２「つく

る責任・つかう責任」の観点から、エシカル消費や食品ロス削減など社会環境に対する負荷が

低い商品の購入やサービスの利用を通じて、循環経済への移行に資する持続可能な消費活動

を行うことで、健全な市場の実現と、経済・社会の仕組みづくりと啓発を促進していくことが重

要であるとされている。目標１２は、地球温暖化や資源の枯渇、廃棄物などの環境問題、人権や

貧困への影響や企業の社会的責任の変化などを受けて、２０２５年現在一層重要性を増してい

る。 

 

４.２.１ 「省資源や循環型経済」の取組 

（一社）全国消費者団体連絡会や各都道府県の消費者団体などは、行政組織や地域団体と連

携・協働して、省資源や資源循環のための地道な活動を進めている。具体的には、節電や節水

などエネルギーの節約、「クールビズ」や「ウォームビズ」の実行、照明のＬＥＤ化など省エネ製品

の利用、分別を徹底したごみの減量、簡易包装の商品を選ぶ、リサイクルショップやフリマアプ

リなどを利用して捨てずに次の所有者へつなぐ、マイバック・マイボトルの持参、レジ袋やペット

ボトルなど便利で安価なプラスチック製品との付き合い方を変える、などに取り組んでいる。

さらに、２０２３年からは脱炭素に軸足をおいた市民運動「デコ活」165が全国規模で展開されつ

つある。 

  

 
165  https://ondankataisaku.env.go.jp/decokatsu/ 
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４.２.２ 「エシカル消費」の取組 

２０２４年１０月に実施された「消費生活意識調査」166によると「エシカル消費」の認知度は、２

７.４％であり、年代別では、１０歳代、４０歳代の認知度が高い。エシカル消費につながる行動を

実践していると回答した人の割合は３６.１％で、「取り組む理由」については、「同じようなもの

を購入するなら環境や社会に貢献できるものを選びたい（５３.３％）」、次いで「節約につながる

（５０.４％）」という順となった。 

一方、「エシカル消費を実践していない」と回答した人は「どれがエシカル消費につながる商

品やサービスか分からない（２３.０％）」「経済的余裕がない（２０.１％）」と回答した人の割合が

高く、年代別では、６０歳代以上で「どれがエシカル消費につながる商品やサービスか分からな

い」や「エシカル消費に本当につながる商品やサービスか分からない」と回答した人の割合が他

の年代より高かった。 

 

４.２.３ 「食品ロス削減」や「食品寄附促進」の取組 

食品ロス対策としては、「賞味期限」の考え方の整理と周知、食品流通で定着していた「３分

の１ルール」の見直し等による食品の廃棄削減や、困っている人たちに無料で余剰食品などを

提供するフードバンクへの協力などが着実に進められてきた。２０２４年１２月に「食品寄附ガイ

ドライン～食品寄附の信頼性向上に向けて～」と「食べ残し持ち帰り促進ガイドライン～ＳＤＧｓ

目標達成に向けて～」167が公表され、食品ロス削減の方策についての指針が示され、くわえて、

関係府省庁や地方公共団体が縦割に陥ることなく一体的に取り組めるように「食の環（わ）」と

いう名称で、省資源や資源循環の取組全体の見える化を行い消費者の参加促進につなげよう

としている。 

 

４.２.４ 「消費者志向経営」の取組 

事業者は自社が本業を通じてどのような社会を目指したいのかを示すことで消費者から共

感を得ることが必要とされ、持続可能で望ましい社会の構築に向けて、消費者と共創・協働し

て社会価値を向上させる経営、すなわち「消費者志向経営」が推進されてきた。２０２５年３月末

時点で８７０事業者が「消費者志向自主宣言」168を行い、毎年フォローアップ活動を重ねている。

「つくる責任」を担う事業者側では、環境への配慮を優先した製品・サービスの設計や、製造プ

ロセスでの省エネや廃棄物の最小化、また、製品のサプライチェーン全体で社会環境への影響

 
166 https://www.caa.go.jp/notice/assets/consumer_research_cms201_241107_01.pdf 
167 https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/information/food_loss/promote/#gl002 
168 https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_partnerships/consumer_oriented_management/businesses/  
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を減らす取組が進められている。これを受けて消費者側は、持続可能な製品・サービスを選択

し、リサイクル活動を行い、無駄な消費を避けることで「つかう責任」を果たそうとしている。消

費者分野のＳＤＧｓは、生活の中で着実に実践することに意義があり、消費者志向経営の更なる

普及と消費者の認知向上とによって、ＳＤＧｓ実現への相乗効果を期待したい。 

 

４.２.５ 評価と課題 

ＳＤＧｓは日本の持続的な発展と繁栄を実現していく上での原動力であり、消費行動による

選択と購買が、その成否を大きく左右するとの認識も広がってきた。他方、２０３０年まで残す

ところ５年となった今、以下の四つの課題を提示する。 

① 自分たちの消費行動が、日本のＳＤＧｓの進捗にどのように反映され、どのような効果

を生んでいるのかについて確認する機会は乏しく、今後の活動の機運や熱意を削ぐ可能性は

否めない。 

② ＳＮＳ隆盛の現状においては、多様な主体から発信される膨大な量の情報の中で、情報

の質や精度、確度を見極めることは困難であり、グリーンウォッシュやＳＤＧｓウォッシュとされ

る事例を判別できる状況にはなく、実態の伴わない主張やトレードオフの隠蔽などを見抜く制

度の検討が望まれる。 

③ 気候変動、平和、人権など地球規模の課題に対しては、「国や自治体、企業が取り組むも

の」で「個人の力では何も変わらない」と思っている消費者も少なくない。「誰一人取り残さな

い」という約束の遂行には、自治体や事業者、ＮＰＯ・ＮＧＯ、教育機関、報道そして消費者が連

携・協働して取り組んでいくことが不可欠であることから、パートナーシップの視点でＳＤＧｓの

各取組の評価と分析を行い、外部環境の変化を取り込んで、改めて戦略や手法等の見直しと改

善を行い実践に移す時期にある。 

④ 採択直後にはＳＤＧｓを主題とした学習会が全国で頻繁に開催されていたが、２０２１年

以降ほとんど設けられていない。消費者は「保護の対象」から「市場において公正かつ持続可能

な社会の形成に参画するプレイヤー」になることが期待されており169、ＳＤＧｓの考え方に基づ

いた消費行動によって事業者や社会の変革の後押しができることを、改めて発信する必要が

ある。 

  

 
169 消費者基本法 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC1000000078/ 
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４.３ 労働組合 

 労働組合は、企業活動における特別なステークホルダーであり、ＳＤＧｓ達成に向けて、使用

者側への働きかけや他のステークホルダーとの連携等に引き続き積極的に取り組むことが期

待されている。目標８（経済成長と雇用）にとどまらず、労働組合は適正な職場環境・労働条件

の確保に向けた取組を通じて、目標１(貧困)、目標５（ジェンダー）、目標１０（不平等）、目標１３

（気候変動）、目標１６(平和)等の複数の目標の達成への貢献も期待されている。  

例えば、連合では、２０１６年以降、ＳＤＧｓに関連する諸課題の解決に向けた取組を運動方針

に記載し、希望ある未来が次の世代に続いていく「持続可能性」と、互いに認め支え合い、誰一

人取り残されることのない「包摂」を基軸とし、労働運動に取り組んでいる。具体的な活動方針

や政策には、関連するＳＤＧｓの目標が関連付けられている。その意味では、労働運動はＳＤＧｓ

そのものであり、連合はＳＤＧｓ達成に向けて、政府はもとより、ビジネス・市民社会・公共的な

活動を担う民間主体などの様々なステークホルダーと対話し、連携・協力している。 

また、目標１６(平和)について、連合は毎年、大規模な平和行動を広島・長崎などで実施し、

核兵器の廃絶と世界の恒久平和の実現を訴え続けている。２０２４年８月には国際労働組合総

連合（ＩＴＵＣ）書記長が連合主催の広島・長崎における平和行動に参加し、その様子をＩＴＵＣの

ウェブサイトなどでタイムリーに世界へ発信した。くわえて、連合は核兵器保有国の駐日大使館

への核兵器廃絶に向けた要請を毎年行っているほか、全国各地において核兵器の被害を伝え

る写真パネル展を開催している。 

市民社会との連携において連合は、２００４年に設立した「ＮＧＯ―労働組合国際協働フォー

ラム」をＮＧＯと労働組合がそれぞれの特性を活かして国際的な社会課題の解決に取り組む場

と位置付け、ＳＤＧｓ達成に向け、組合員と広く一般に向けた啓発活動とＮＧＯとの協力による

課題解決の取組を推進している。また、労働組合や市民社会組織から構成された「児童労働ネ

ットワーク（ＣＬ-Ｎｅｔ）」の運営委員として、毎年６月に児童労働理解促進に向けたキャンペーン

を行い、関係省庁、企業、ＮＧＯなどによるシンポジウムを開催するなど、啓発活動や政策提言

を行っている。 

ターゲット８.７「２０２５年までにあらゆる形態の児童労働の撤廃」は達成困難である上、世界

の紛争、難民増加、食糧危機、気候変動の影響等、児童労働を増加させる要因は急増している。

日本企業のグローバル経済への影響を鑑みれば、日本も相応の責任を果たす必要がある。ＣＬ-

Ｎｅｔでは、目標８.７達成へのグローバル枠組みであるＡｌｌｉａｎｃｅ８.７に日本がパートナーとし

て参加することや、国連ビジネスと人権指導原則に基づき、「企業のサプライチェーン透明化の

法整備」「公共調達の法整備」を含め、児童労働撤廃への取組を進めることなどを提言している。 

 

４.４ 協同組合 
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４.４.１ 協同組合とＳＤＧｓ達成へ向けた取組 

 国際協同組合同盟（ＩＣＡ）が１９９５年に制定した「協同組合のアイデンティティに関するＩＣＡ

声明」では、協同組合の運営指針とすべき７番目の原則として、 

７ｔｈ Ｐｒｉｎｃｉｐｌｅ : Ｃｏｎｃｅｒｎ ｆｏｒ Ｃｏｍｍｕｎｉｔｙ  

Ｃｏ-ｏｐｅｒａｔｉｖｅ ｗｏｒｋ ｆｏｒ ｔｈｅ ｓｕｓｔａｉｎａｂｌｅ ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ ｏｆ ｔｈｅｉｒ ｃｏｍｍｕ

ｎｉｔｉｅｓ ｔｈｒｏｕｇｈ ｐｏｌｉｃｉｅｓ ａｐｐｒｏｖｅｄ ｂｙ ｔｈｅｉｒ ｍｅｍｂｅｒｓ. 

と定め、地域社会の持続可能な発展のために協同組合が貢献すべきとしている。日本の協同

組合グループの多くは同声明を受け入れ、順次同声明を踏まえた綱領的文書を制定してきた。

こうした背景から日本の協同組合は２０３０アジェンダの採択を好意的に受けとめ、２０２０年ま

でには各協同組合グループがおおむねＳＤＧｓ取組宣言や取組方針を決定している。 

２０２１年以降は数値目標の設定、個々の協同組合・連合会による取組方針策定、協同組合役

職員・組合員の学習活動、並びに、具体的な実践が進展した。日本の成人（１８歳以上）の４６.

５％（ＪＣＡの後述調査による）がいずれかの協同組合の組合員であり、組合員の意識・行動の

変容は大きな動きを生み出す可能性を秘めている。協同組合に関する全国意識調査２０２２（Ｊ

ＣＡ）によると、協同組合の組合員のＳＤＧｓの１７目標に対する関心度は、非組合員よりもいず

れの目標でも高いとの結果が出ており、協同組合からの働きかけによる効果が一定程度出て

いるということができる。 

協同組合によるＳＤＧｓへの貢献は、事業を通じた社会課題解決と、剰余・経営資源を活かし

た寄付・助成などによるが、こうした貢献は一般企業でも見ることができる。協同組合の特性

は、組合員による自覚を伴った参画・参加であり、これは一般には企業の顧客・株主には見られ

ない行動である。協同組合によるＳＤＧｓ等への貢献は、多くの場合、役職員によるイノベーティ

ブなビジネスモデルの構築に加え、組合員による意識的な参画・参加があって実現している。 

国連は協同組合を高く評価し、２０２５年を二度目の国際協同組合年にすると総会で決議し

た。同決議は、全ての加盟国等に対し、「協同組合を振興（ｐｒｏｍｏｔｅ）すべき、ＳＤＧｓ等に対す

る協同組合の貢献につき認知を高めるべき」と促している。 

しかしながら、協同組合の全ての組合員がアクティブなわけではない。協同組合にとって、組

合員・役職員による学習や相互の綿密な意思疎通を通じて、事業・活動の充実を期し、もってＳ

ＤＧｓ等に貢献していくことが常に課題となる。 
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４.４.２ ２０２１年以降の協同組合による主な実践状況 

（１）学習活動 

組合員に対するＳＤＧｓを学ぶ機会が無数に提供されてきた。組合員等を対象とした連続講

座・学習会が開催され、組合員向け月刊誌においてＳＤＧｓ関連記事が連載された。また、組合

員組織の実践を対象としたＳＤＧｓコンテストを実施したケースもある。協同組合の諸活動の源

泉は究極的には組合員の理解・参加であり、以下の実践はこれらの学習活動が端緒となった。 

（２）農林水産業分野 

ＪＡグループは２０２４年に「環境調和型農業取組方針」決定し、化学肥料・化学農薬削減、農

業生産に伴う温室効果ガス・プラスチック削減を重点とした。具体策として、食品・水産廃棄物

等の飼料・肥料への再利用、堆肥入り混合肥料の提供など堆肥の利用拡大、環境負荷軽減実現

のための農業者に対するグリーンメニュー（体系的な提案）の提示、緩効性肥料におけるプラス

チック被膜殻海洋流出防止方針決定（２０３０年には同被膜肥料からの脱却を目標）などが実践

されている。また、障害者福祉施設と農業生産現場をつなぎ、障害者の就農機会を提供する農

福連携も進められている。 

漁業経営の基盤である漁場環境保全・整備等に向け、ＪＦグループは海洋環境の変化に対応

し、里海づくり、藻場・干潟の保全、資源管理型漁業等を実践している。 

森林分野では、森林組合による森林整備とこれを前提としたＪ－クレジットの創出及び販売

が行われている。 

（３）金融・共済分野 

協同組織金融機関による気候変動対策を目的とした債券等へのＥＳＧ投資、金融包摂・金融

教育が行われている。 

自然災害の多発を背景に、５５０回以上の防災カフェ（楽しく学ぶ場）の提供、地元自治体と

の包括連携協定締結、防災・減災をテーマとしたイベントを開催などが行われている。 

（４）助成制度 

組合員による参加（拠出）等を原資として、子ども貧困対策、学業支援、子ども食堂やＮＰＯ

法人への助成、被災者支援、ユニセフへの寄付などが多くの協同組合で継続的・日常的に実践

されている。 

（５）生協グループの実践 

各協同組合グループの中でも最も体系的に環境・サステナビリティ政策を推進しているのは

生協グループである。日本生協連は２０２１年に「生協の２０３０環境・サステナビリティ政策」を
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策定した。いずれも２０３０年を目標に、ＣＯ₂排出量の削減、食品廃棄物の削減、使い捨てプラ
スチック容器包装の使用量の削減、再生可能エネルギーの発電量、商品カタログに使用する紙

使用量の削減について、それぞれ生協グループ全体としての数値目標を示し、毎年度到達点を

報告するとともに、外部有識者による評価委員会を設け評価・助言を得て将来のアクションに

つなげている。協同組合は全国組織による上意下達はあり得ず、これら実現には組合員の理解

も不可欠であり、実践の効果そのものに加え、多数の組合員・役職員が学び、重要性を理解し

た上で、自ら実践していることに大きな意義がある。 

 

４.４.３ 協同組合によるＳＤＧｓの進捗に対する評価 

 日本生協連は、２０２３年１１月にＳＤＧｓ実施指針改定案に対して、以下のとおり意見を表明し

ている。 

①気候変動や感染症、頻発する紛争等のなかでＳＤＧｓの達成は危ぶまれている。日本政府の

リーダーシップの発揮を期待する。 

②平和無くしてＳＤＧｓの達成は困難であり、平和の持続と持続可能な開発の一体的推進が指

針全体の基調となるよう、優先順位を上げるべき。 

③日本は目標５（ジェンダー）、目標１０（不平等）に課題があるとされている。日本社会全体で

取り組むべき課題として、包摂社会の実現を明記すべき。 

④気候危機回避に向け、再生可能エネルギーの導入拡大を明記すべき。 

⑤市民社会・消費者が参画できるよう、ＳＤＧｓ達成に向けた道筋を可視化、分かりやすくすべ

き。 

⑥協同組合を始め地域の各ステークホルダーと行政との連携や行政による支援を強化すべき。 

 

Ｃ-３ 研究教育機関の動向 

５.１ 研究機関 

ＳＤＧｓの達成に不可欠な科学技術イノベーション（Ｓｃｉｅｎｃｅ, Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ ａｎｄ Ｉｎｎｏ

ｖａｔｉｏｎ: ＳＴＩ）の進展は、多くの研究機関の活躍によって支えられている。科学技術とイノベ

ーション自体がＳＤＧｓ達成の手段として大きな役割を果たし得ることに加え、地球観測などに

よる現状把握や目標設定の根拠としての活用、ターゲット相互の関係分析、達成度評価、そし

てビヨンドＳＤＧｓの議論においても、日本の研究機関の活動とその科学的成果が国内外にお

いて貢献することが期待されている。気候変動に関する政府間パネル（ＩＰＣＣ）や生物多様性
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及び生態系サービスに関する政府間科学政策プラットフォーム（ＩＰＢＥＳ）の報告書作成には日

本から多くの研究者が貢献しており、また国連の持続可能な開発に関するグローバル・レポー

ト ２０２３170にも日本人が執筆者として参画した。 

研究機関には、科学的根拠に基づき今後のＳＴＩの飛躍的変革に貢献することが期待される

とともに、先進技術だけではなく、いかに既存技術やローカルな知見を結びつけていくかとい

う、地域マネジメントのイノベーションへの参画も求められている171。なお、イノベーションと変

革は目標達成の鍵ではあるが、技術的なものだけを偏重するのではなく、社会的なものを含む、

より広範な概念として扱うべきとの点に留意する必要がある。市民や企業、政府等と科学者と

の間でビジョンや情報を共有することは、科学技術イノベーションがＳＤＧｓ達成の手段として

大きな役割を果たし得ることを認識し、種々の課題や緊急性に対する認識を高めるためにも

必要である。また、フューチャー・アース等国際的取組の下、ＳＤＧｓのさらなる推進やプラネタ

リーヘルスの実現に向けて、科学者コミュニティが広範なステークホルダーと連携・協働してい

くことも重要である。 

これらの点での進捗に関し、以下の事例を挙げる。 

 

【事例１】日本学術会議の取組 

日本学術会議は、２０１４年１０月１日以降に発出された意思の表出や、２０２０年１０月１日以

降に実施した学術フォーラムがＳＤＧｓにどう関わっているのかをまとめた一覧172を公開して

いる。提言文書 ２８５ 件を機械学習技術によりベクトル化し、文書を自動分類したところ、提

言等がＳＤＧｓの各ゴールに対しておおむね均等に配分され、第５期科学技術基本計画記述 １

００ 項目の分類結果との比較においても、日本学術会議の提言文書がより幅広い分野の課題

に言及していることを数値的に示した結果もある。さらに、２０２１年６月には、カーボンニュー

トラルに関連する審議等を行っている委員会・分科会等の代表者からなる「カーボンニュートラ

ル（ネット・ゼロ）に関する連絡会議」を設置し、審議の結果を広く社会に発信している173。 

 

 

 
170  Global Sustainable Development Report2023(GSDR 2023), 

https://sdgs.un.org/gsdr/gsdr2023 
171 国立研究開発法人科学技術振興機構『ＳＤＧｓ達成に向けた科学技術イノベーションの実践』,2021年, p16。 
172 日本学術会議：ＳＤＧｓから見た学術会議 ―社会と学術の関係を構築する―、ＳＤＧｓとのかかわり ―日本学術会議の活

動：意思の表出等を中心に―。https://www.scj.go.jp/ja/scj/sdgs/index.html 
173 日本学術会議カーボンニュートラル（ネット・ゼロ）に関する連絡会議構成員、審議内容等一覧（2025年 4月 12日現

在）、https://www.scj.go.jp/ja/member/iinkai/carbon_n/kousei.html 
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【事例２】ＪＳＴによる産学官共創システムの構築プログラム 

国立研究開発法人科学技術振興機構（ＪＳＴ）は、２０２０年より共創の場形成支援プログラム  
174を実施している。このプログラムでは、ＳＤＧｓに基づく未来のありたい社会像をビジョンと

して掲げ、その実現のため、「バックキャストによるイノベーションに資する研究開発」とそれを

支える「自立的・持続的な拠点形成が可能な産学官共創システムの構築」をパッケージで推進し

ている。大学等の強みや地域の特色を活かしながら産学官の共創による拠点の形成を推進し、

国の成長と地方創生に貢献するとともに、大学等が主導する知識集約型社会への変革を促進

しており、２０２５年１月現在、研究機関を代表機関とする４５拠点が進行中である。またＪＳＴは、

「ＳＴＩ ｆｏｒ ＳＤＧｓアワード」175もこれまで６回実施しており、科学技術のＳＤＧｓ達成へ向けた

貢献可能性を提示している。 

 

【事例３】フューチャー・アースの活動と統合報告書 

持続可能な社会のための科学の国際ネットワークであるフューチャー・アース176は、ＳＤＧｓを

達成するためのローカルからグローバルな政策決定が科学的知見に基づいて行われ、政策の

効果が地球システムの営みの範囲内に収まるよう助言するために、Ｅａｒｔｈ Ｃｏｍｍｉｓｓｉｏｎと

呼ばれる委員会を設置した。日本からも専門家が委員として参画している。また、フューチャ

ー・アースは、毎年の国連気候変動枠組条約締約国会議（ＣＯＰ）の際に、気候科学を始め地球

環境の最新の科学的知見を分かりやすく伝える統合政策報告書を発行している。日本国内で

も、研究機関が民間企業や学生とともに報告書の翻訳、解説イベントの開催を行い、内容が幅

広く周知されるような活動を進めている。 

 

これら事例のように、科学の分野を超えた連携や社会との協働、そして国際的な科学の協力

が進められる一方、ＳＤＧｓの達成やシナジーとトレードオフに対する科学的な評価には、研究

機関による一層の参画が求められる。また、 ＳＤＧｓに関する国や地方自治体の政策決定にお

いて科学の果たす役割は、審議会等の活動を除けば必ずしも十分ではなく、市民にも十分に認

識されていない。さらに、これまでの研究機関のＳＤＧｓへの貢献について評価する仕組みも未

発達である。ＳＤＳＮジャパンのような国際的研究教育機関との連携推進も、今後益々必要にな

るだろう。今後、これらの評価を踏まえた活動の変革が必要である。 

 
174 https://www.jst.go.jp/pf/platform/index.html 
175 https://www.jst.go.jp/ristex/sdgs-award/ 
176 https://futureearth.org/, https://futureearth.org/initiatives/earth-targets-initiatives/earth-

commission/, https://futureearth.org/publications/science-insights/ 
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５.２ 教育機関 

教育機関については、２０２１年５月の第２期ＥＳＤ国内実施計画の策定を受け、２０２１年５月

に持続可能な開発のための教育（ＥＳＤ）推進の手引及びユネスコスクールガイドブックが改訂

された。また、２０２３年６月に閣議決定された第４期教育振興基本計画では、今後の教育政策

に関する基本的な方針として、ＥＳＤの推進を掲げている。また、今後５年間の教育政策の目標

と基本施策の中でも、ＥＳＤの推進拠点として位置付けているユネスコスクールを中心に「持続

可能な社会の創り手」を育むこと等を掲げている。 

「ＥＳＤ ｆｏｒ ２０３０」ロードマップに基づき、２０２３年１２月に、文部科学省とＵＮＥＳＣＯの

共催で「ＥＳＤ-Ｎｅｔ ２０３０グローバル会合」を東京で開催し、約８０か国からＥＳＤの取組を実

践している教育関係者２００名以上が集まった。日本の各学校段階におけるＥＳＤの実践例を紹

介する特別セッションや日本のユネスコスクールへの訪問等を行い、日本におけるＥＳＤの実践

を世界に周知する機会となった。 

２０２３年のＵＮＥＳＣＯ第４２回総会において採択された「平和、人権、国際理解、協力、基本

的自由、グローバル・シチズンシップ及び持続可能な開発のための教育に関する勧告」について、

ユネスコ憲章に基づき、日本政府は、２０２４年１１月に国会への報告を行った。また、仮訳を作

成し、文部科学省ホームページに掲載したほか、教育委員会・高等教育機関等の関係団体に周

知を行った。 

世界中のＥＳＤの実践者にとってより良い取組に挑戦する

動機付けと、優れた取組を世界中に広めることを目的に、日

本政府の支援により「ユネスコ/日本ＥＳＤ賞」をＵＮＥＳＣＯが

実施している。２０２３年には、日本から推薦した金沢大学が

受賞機関の一つに選ばれ、同年１１月のＵＮＥＳＣＯ総会におい

て表彰式が行われた。 

 

 

日本において、ＥＳＤの推進拠点と位置付けられているユネスコスクールは、１,０００校を超

えるまでに増加している。 

日本国内のユネスコスクール関係者が一堂に会し、好事例の共有や交流を行うユネスコスク

ール全国大会を毎年度開催している。２０２４年度はオンライン配信を併用した形式で開催し、

全国から３００名を超える教職員やユネスコ活動関係者等が参加した。 

金沢大学が表彰される様子（写真：文部科学省） 
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Ｃ-４ 地方自治体の動向 

６.１ 地方におけるＳＤＧｓの浸透と推進 

地方レベルにおいてＳＤＧｓの考えが幅広

く浸透し、各自治体がそれぞれ抱える課題の

解決に向けた取組を行う上で、ＳＤＧｓが意

識化されてきていることは、日本のＳＤＧｓ

実施・推進における大きな特徴の一つであ

る。２０２３年時点でＳＤＧｓに取り組む自治

体の割合は２０２１年の５２.１%から２０２２

年の６５.６%と着実に増加している177。２０

２４年までに２０６の自治体がＳＤＧｓ未来都

市に選定され、２０１９年１月に発表された

「ＳＤＧｓ日本モデル宣言」の賛同自治体は、

当初の９３から２０２４年３月時点で、４４８

（都道府県４３市区町村４０５）に増えた178。

地方においては、人口減少や地域経済の縮

小等に起因する、複雑に絡み合う課題があ

る。さらに、都道府県においては、広域的な

行政課題解決に向けた取組が求められ、市

区町村においては、より住民生活や地域事

情を踏まえた上で対応すべき課題を抱えて

 
177 内閣府「令和 5年度ＳＤＧｓに関する全国アンケート調査」（２０２３年 11月） 
178 https://www.pref.kanagawa.jp/documents/55062/5463298.pdf 

ＳＤＧｓ未来都市、ＳＤＧｓモデル宣言賛同自治体数 

資料：ＳＤＧｓ未来都市数は内閣府、ＳＤＧｓモデル宣言賛同

自治体は、賛同自治体資料を基に作成 

ユネスコ全国大会（写真：文部科学省） 
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おり、その規模によっても、対応すべき課題は様々である。地方自治体は、これらの多様な課題

や住民ニーズに対応していくことを通じて、「誰一人取り残さない」社会を構築していく取組が

進められている。そうした持続可能な地域社会づくりの過程では、ＳＤＧｓの概念を意識化し、

自らが実施する事業に反映しつつ、より多くの住民にそれを理解してもらう取組が行われてい

る。また、そのためには、地方自治体だけではなく、地域住民を始めとした地域で活動をするス

テークホルダーと連携し、持続可能な社会を共に創造していくことが重要となる。 

 

６.２ 地方自治体におけるＳＤＧｓ推進体制の構築 

地方自治体の施策や事業実施にＳＤＧｓを反映し、主流化を図るためには、ＳＤＧｓの推進体

制や制度の構築を進めることが必要である。部局横断的な組織であるＳＤＧｓ推進本部の設置、

ＳＤＧｓ推進に関連する条例や推進指針や計画の策定をする自治体も増えている。２０２１年以

降に、茨城県下妻市、京都府京丹後市、新潟県妙高市、北海道登別市等がＳＤＧｓの推進に関連

する条例を、沖縄県、山梨県韮崎市、神奈川県藤沢市等が指針・計画を策定している。新潟県佐

渡市は、ＳＤＧｓの地域での具体的なビジョンや取組を進めるために「地域循環共生圏の創造に

よる持続可能な島づくり推進条例」を２０２３年３月に制定した。さらに、総合計画、総合戦略や

予算編成において、ＳＤＧｓの主流化を図る自治体も増えている。例えば、神奈川県川崎市では、

「川崎市総合計画第３期実施計画」（２０２２年３月策定）において、同計画とＳＤＧｓとの対応を

明らかにするだけでなく、総合計画に基づく施策や事業の進行管理とＳＤＧｓ推進管理を一体

的に実施することを明記している。また、福島県郡山市では、ＳＤＧｓの基本理念を踏まえ、バッ

クキャスティング思考による予算編成を行っている。 

 

６.３ 地方におけるＳＤＧｓの浸透と推進に向けたパートナーシップの展開 

連携拠点やＳＤＧｓ登録認証制度の構築等を通

じた地域のステークホルダーとの連携に加え、地

方自治体の垣根を越えたマルチステークホルダ

ープラットフォームを通じた、広域での取組も進

展・深化している。例えば、関西の民間企業、市民

社会・ＮＰＯ／ＮＧＯ、大学・研究機関、自治体・政

府機関等、多様なアクターが参加する「関西ＳＤＧ

ｓプラットフォーム（ＫＳＰ）」は、会員数３,１００団

体以上（２０２５年２月現在）を擁し、関西地域のＳ

ＤＧｓの認知度向上に向けた取組を牽引してき

た。特徴的なのは、９つの分科会（関西ＳＤＧ貢献

ビジネスネットワーク、ＳＤＧｓ環境ビジネス、共
写真：KSP：分科会交流会の様子（2024年 5月
29日 於：大阪大学中之島センター） 
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育、食品ロス削減、教育、バリアフリーマップ、大学、ひょうごＳＤＧｓ Ｈｕｂ、ローカルＳＤＧｓ・脱

炭素）による専門性を活かした独自の活動がある。２０２４年には、分科会交流会を実施し、分

科会間、分科会に属さない会員と交流・情報交換を通じたネットワーク・連携関係の拡大、ＳＤＧ

ｓの達成に向けた新たなアイデアや取組の醸成に繋がっている。このような地域プラットフォー

ムが、中部圏や九州圏でも構築されている。また、能登ＳＤＧｓラボ（石川県珠洲市）、ヨコハマＳ

ＤＧｓデザインセンター（神奈川県横浜市）、西粟倉むらまるごと研究所（岡山県西粟倉村）など、

自治体、企業、市民団体などの多様なステークホルダーとのパートナーシップを醸成・強化し、

地域課題解決に向けた連携・事業を調整・支援・実施等を行う中間支援機能を持つ団体も地方

におけるＳＤＧｓ達成に向けた取組を進める上で重要な役割を果たしている。 

 

６.４ 自発的ローカルレビュー（ＶＬＲ） 

ＳＤＧｓの進捗状況をフォローアップ・レビューし、更なる実施強化を図っていくことは、ＳＤＧ

ｓ推進において重要な要素である。このフォローアップとレビュー、公開の方法の一つとして、

世界的な広がりを見せているのが自発的ローカルレビュー（ＶＬＲ）である。２０１８年の国連ハイ

レベル政治フォーラム（ＨＬＰＦ）で北海道下川町、富山県富山市、福岡県北九州市がニューヨー

ク市とともにＶＬＲを発表し、国際的なＶＬＲの広がりの起点となった。その後、２０１９年に静岡

県浜松市、２０２１年に東京都、神奈川県横浜市、２０２２年に国際連合地域開発センター（ＵＮＣ

ＲＤ）と共同で愛知県豊田市、２０２３年に東京都、２０２４年には新潟県佐渡市がＶＬＲを実施し、

ＨＬＰＦ等を通じて国際的な発信も行なっている。 

中でも、２０２１年と２０２３年に東京都が作成したＶＬＲは、総合計画と内容をリンクさせなが

ら、現状のレビューだけでなく、将来の目指すビジョンやその達成に向けた施策をまとめた「未

来志向」の構成にしている。２０２４年には世界の自治体で唯一、ＨＬＰＦでサイドイベントを主催

し、ＳＤＧｓの認知度を向上させる取組を議論するとともに、ＶＬＲを国際的に発信した。 

また、神奈川県横浜市は、ＶＬＲ実施の経験に基づき、シティネットや（公財）地球環境戦略研

究機関(ＩＧＥＳ)等と連携して、海外からの視察研修やＥＳＣＡＰ等が主催する「持続可能な都市

開発のためのアジア太平洋首長アカデミー」等で知見を共有するとともに、フィリピン・サンタ

ローザ市、バギオ市、サンフェルナンド市のＶＬＲ実施支援など国際的なＳＤＧｓ推進に貢献して

いる。 

 

 

 

サンタローザ市ＶＬＲに関する協議 

資料）神奈川県横浜市 
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ＳＤＧｓ未来都市を始めとする政府の後押しもあり、日本では地方自治体による取組、地域の

ステークホルダー、特に企業との連携などが世界的に見ても進んでいる。この点で、国と地方

が一体となった取組が更に求められる。一方で、ＳＤＧｓを政策や事業と紐付けるだけにとどま

らず、取組を更に深化させていくことが求められる。特に、ＳＤＧｓの理念に基づく異なる政策

分野間のシナジー強化による効率的・効果的な施策展開、企業、市民団体や個々の住民など

様々なステークホルダーとの連携と協働を一層深める仕組みづくり等が地域の自律的で持続

可能な発展に重要となる。その上で課題となっているのが部局間の調整機能強化や職員のＳＤ

Ｇｓの理解向上、地域課題を適切に把握するための具体的な指標に基づいたフォローアップ体

制の推進である。この点で、自治体の取組を主対象とするＶＬＲを一歩前進させ、ステークホル

ダーとの連携による、企業向けの統合報告書の考え方を取り入れた自治体版統合報告と発展

させ、地方創生・持続可能な地域づくりのツールとして強化することを検討していくことも必要

であろう。 

日本に蓄積された多様で豊富な地方の取組事例を、国内だけではなく、海外にも展開してい

くことで、ＳＤＧｓの達成に貢献していくことも重要である。特に、日本の自治体がいち早く取り

組んだＶＬＲや未来都市のノウハウを通じた国際的な協力・連携は、連携先のＳＤＧｓの取組の強

化につながるだけでなく、相互学習による日本の地方自治体の能力強化、地域のステークホル

ダーを巻き込むことによる理解の深まりなどの副次的な効果も期待できる。 

 

Ｃ-５ 議会    

２０３０ アジェンダにおいても、効果的な実施と説明責任の観点から議会が不可欠な役割を

果たすとの認識が示されているとおり、国会及び地方議会は、国内において「誰一人取り残さ

ない」社会を実現するため、広く日本全国から国民一人一人の声を拾い上げ、国や地方自治体

の政策に反映させることが期待されている。さらに、行政機関、市民社会、国際機関等と連携

し、国や地域が直面する経済・社会課題を解決するための具体的な政策オプションを提案する

ことが期待されている。 

２０１７年４月に発足した自民党のＳＤＧｓ外交議員連盟は、２０２３年実施指針の改定に当た

って、意見交換を行い、戦争などによって世界におけるＳＤＧｓ達成に及ぼす影響や平和が全て

の基盤である点を明記する等指摘を行った。 

２０１６年１月に発足した公明党のＳＤＧｓ推進委員会は、２０２０年１２月に「公明党ＳＤＧｓ推

進本部」へと格上げされ、地方議員とも連携して、国、自治体の取組強化を推進してきた。同党

は、２０２３年実施指針改定に向けて、２０２３年１０月の臨時国会における衆議院本会議でＳＤ

Ｇｓ推進本部長である総理大臣に対し取組について質問を行い、同年１１月、「ＳＤＧｓ市民社会

ネットワーク」等と意見交換を行うなど活発に議論を行った。そして同年１２月に「ＳＤＧｓ実施指
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針改定にむけた提言」を外務大臣に手交し、ＳＤＧｓ達成に向け日本政府として国際社会をリー

ドし、国内外の取組を抜本的に加速すべきと訴えた。 

国際人口問題議員懇談会（ＪＰＦＰ179）は、１９７４年に設立された非常に長い歴史を持つ超党

派議連である。ＪＰＦＰの活動の主な目的は、人口問題に関する国際的な理解を深め、各国の政

策に対して具体的な提言を行うことにより、持続可能な開発の実現に貢献することである。ＪＰ

ＦＰは人口問題が貧困、教育、保健、女性のエンパワーメント、環境などの分野と密接に関連し

ていることを強調し、これらの課題を解決するための国際協力を促進してきた。特筆すべきは、

ＪＰＦＰは「持続可能な開発」という考え方にも大きな役割を果たしたことにある。ＳＤＧｓの基と

なる「持続可能な開発」の概念の形成が行われた「環境と開発に関する世界委員会」（ＷＣＥＤ
180）の設立は、当時ＪＰＦＰの国会議員が日本政府を通じて提案し、日本の拠出により設置され

たものである 。また、ＪＰＦＰは世界各国の国会議員、アジア、アフリカ、中東地域の議員ネット

ワーク、専門家、国際機関、市民社会との連携を通じて、人口問題の重要性を訴え、相互の経験

を共有し、関連立法や政策形成に向けて議論するなど、課題解決のための具体的な行動を動

機づけている。一例を挙げると、エジプトでは、国家女性評議会に関する法律、障害者権利法、

全国母子評議会に関する法律、高齢者権利法など一連の法律が成立し、２０２３年からは各地

域が抱える若者の教育や女性に関する問題の啓発と解決に取り組むために、人口・開発問題に

関するテレビ番組が制作された。 

また、超党派国会議員が、経済界、学会などと共に実行委員となっている地球環境行動会議

（ＧＥＡ）181は、２０３０年アジェンダの採択に向けて、国際世論を喚起すべく、２０１３年にＳＤＧｓ

を取り上げ、「リオ＋２０からの出発：持続可能な未来に向かって～経済のグリーン化による経

済再生と国際社会への貢献～」をテーマに開催した。２０３０アジェンダの採択以降、ＳＤＧｓ達

成に向けた地球環境課題に関するテーマについて隔年で国際会議を開催している。２０２２年

は持続可能な社会に向けた挑戦と可能性～気候変動、エネルギー、食料の安全保障～をテーマ

として開催した。２０２４年は脱炭素とＳＤＧｓを同時に実現する施策の推進～気候変動、生物多

様性の損失及び汚染の３つの危機克服を目指して～をテーマに開催し、国会議員、経済界、有

識者によって地球環境課題への対処について活発な議論が行われた。 

 

 

 

 
179 ＪＰＦＰ： Japan Parliamentarians Federation for Population 
180 ＷＣＥＤ： World Commission on Environment and Development 
181１９９１年に地球環境問題の解決と持続可能な開発に貢献することを目的としたＮＧＯとして、国際会議「地球環境賢人会

議」（1992年４月開催）事務局として発足、１９９５年に「地球環境行動会議」に組織名変更。 
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（４）おわりに 

日本におけるＳＤＧｓの進捗は、認知の普及、ビジネスにおける事例創出、地域におけるＳＤＧ

ｓの浸透と推進、協同組合を活用した行動変容などの面において、特に進展がみられる。これら

の分野においては、ＳＤＧｓがなかったであろう場合を想定した状態との比較を考えても、制度

面、行動変容、認識等の面で進展があったと考えられる。 

他方で、ジェンダー平等やユースの取組については、多くの活動がみられるものの、それらが

「変革」を呼び起こすまではいっていないこと、外国人や障害者など取り残されがちな人々へ

の施策が不十分であること、気候変動やエネルギー対策と貧困対策とのシナジー創出や貧困と

雇用とジェンダーといった、タテ割りを越えた連携等において課題が残ることが明らかとなっ

た。ＳＤＧｓ推進へ向けた基本法を始めとする法制化や、目標全体を通じた横断的政策展開及

び予算措置等に課題が残されていることがその原因として考えられる。ＳＤＧｓは国際目標で

あると同時に、国内政策の重要課題でもあるという認識を高めていく必要がある。  

日本では、成長の在り方を問うウェルビーイング論議や、世界に先んじて起こる少子高齢化

社会に関連する課題解決に関する論議も盛んになりつつある。デジタル空間の在り方や宇宙空

間の平和利用についての議論の重要性も増している。ビヨンドＳＤＧｓの時代には、こうした課

題も含めてあるべき社会の姿を描く必要が出てくるだろう。これまでの実施における効果的な

点やそうでない点を振り返りながら、課題解決へ向けた目標の在り方や実施の方法、ギャップ

を埋めるための方策等を明らかにし、官民一体となり、また１７目標を一体として扱うＳＤＧｓの

総合的推進が求められる。 
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